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8条-別紙 2-1 

 

1. 概要 

試験研究用等原子炉施設の設置許可基準規則の第 8 条（火災による損傷の防止）に係る火災防護

の基本方針等を示す。 

 

2. 基本方針 

原子炉施設は、安全機能の重要度分類がクラス１、クラス２及びクラス３に属する構築物、系統

及び機器（以下「機器等」という。）に対して適切な火災防護対策を講じる設計とする。 

その上で、試験研究用等原子炉施設の設置許可基準規則の解釈より、原子炉施設は、設計基準に

おいて想定される火災により、原子炉施設の安全性が損なわれないように、原子炉を停止でき、放

射性物質の閉じ込め機能を維持でき、また、停止状態にある場合は、引き続きその状態を維持でき、

さらに、使用済燃料貯蔵設備においては、水冷却池の冷却機能及び水冷却池への給水機能を維持で

きるように必要な措置を講じる設計とする。 

具体的には、設計基準において想定される火災が発生した場合に、安全機能の重要度分類がクラ

ス１、クラス２及びクラス３に属する機器等の中から、以下を抽出する。抽出した機器等に対して、

本原子炉施設の安全上の特徴を踏まえ、一般火災については、実用発電用原子炉及びその附属施設

の火災防護に係る審査基準（以下「火災防護基準」という。）の三方策を組み合せることを基本とし、

ナトリウム燃焼については、三方策のそれぞれを講じる設計とする。 

・ 設計基準において想定される火災が発生した場合に、原子炉を停止し、また、停止状態に

ある場合は、引き続きその状態を維持するための機器等（以下「原子炉の安全停止に係る機

器等」という。） 

・ 放射性物質の貯蔵機能を有する機器等及び設計基準において想定される火災が発生した場

合に、放射性物質の閉じ込め機能を維持するための機器等（以下「放射性物質の貯蔵又は閉

じ込めに係る機器等」という。） 

 なお、ここでは、火災防護基準を踏まえ、放射性物質の貯蔵機能を有する機器等も選定す

るものとした。 

・ 設計基準において想定される火災が発生した場合に、使用済燃料貯蔵設備において、水冷

却池の冷却機能及び水冷却池への給水機能を維持するための機器等（以下「使用済燃料の冠

水等に係る機器等」という。） 

なお、ここで抽出されなかった機器等については、消防法、建築基準法等、設備や環境に応じた

火災防護対策を講じる設計とする。 

火災防護対策を講じるに当たって、ナトリウム燃焼の発生が想定される火災区画については、ナ

トリウム燃焼を起点とし、一般火災が発生するおそれがあることを考慮する。 
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8条-別紙 2-2 

3. 原子炉の安全停止に係る機器等、放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等、使用済燃料の冠

水等に係る機器等の抽出

火災防護対策を講じるに当たって、原子炉の安全停止に係る機器等、放射性物質の貯蔵又は閉じ

込めに係る機器等、使用済燃料の冠水等に係る機器等を安全機能の重要度分類がクラス１、クラス

２及びクラス３に属する機器等の中から抽出する。安全施設と原子炉の安全停止に係る機器等、放

射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等、使用済燃料の冠水等に係る機器等の関係を別添 1-1に

示す。 

3.1 原子炉の安全停止に係る機器等の抽出 

原子炉施設において火災が発生し、これを検知した場合、運転員が手動スクラム操作により原子

炉を停止する。原子炉を手動スクラムした後の、原子炉の冷却は、１次主冷却系の強制循環（１次

主循環ポンプポニーモータを使用）、２次主冷却系の自然循環及び主冷却機の自然通風で行われる。 

一般火災により原子炉保護系（スクラム）の作動を伴う運転時の異常な過渡変化又は設計基準事

故の起因となる異常事象が発生するおそれがあり、この場合、当該事象に対応する原子炉トリップ

信号により原子炉はスクラムされ、その後の原子炉の冷却は、手動スクラムした場合に同じとなる。

一般火災と運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故の起因となる異常事象の関係を別添 2 に示す。 

１次冷却材漏えい事故時には、原子炉は原子炉トリップ信号によりスクラムされ、その後の原子

炉の冷却は、１次冷却材漏えい量低減機能により１次主冷却系の循環に必要な液位が確保され、手

動スクラムした場合に同じとなる。 

２次冷却材漏えい事故時には、原子炉は原子炉トリップ信号によりスクラムされ、その後の原子

炉の冷却は、漏えいの発生したループの２次主冷却系と主冷却機を除く、１次主冷却系の強制循環

（１次主循環ポンプポニーモータを使用）、健全側の２次主冷却系の自然循環及び主冷却機の自然

通風で行われる。 

以上より、原子炉の安全停止に係る機器等は、安全機能の重要度分類がクラス１、クラス２及び

クラス３に属する機器等の中から、以下のとおり抽出する。

① 原子炉の緊急停止及び未臨界維持機能（ＭＳ－１）に属する機器等

原子炉で手動スクラム又は原子炉保護系（スクラム）が作動した場合、制御棒及び後備炉停止

制御棒が自重及びスプリング力により、炉心に急速に挿入され、原子炉は停止する。このため、

制御棒及び後備炉停止制御棒等を含む「原子炉の緊急停止及び未臨界維持機能（ＭＳ－１）」に属

する機器等を原子炉の安全停止に係る機器等として抽出する。 

② 炉心形状の維持機能（ＰＳ－１）に属する機器等

「炉心形状の維持機能（ＰＳ－１）」に属する機器等は、「原子炉の緊急停止及び未臨界維持機

能（ＭＳ－１）」の関連系として、原子炉の安全停止に係る機器等として抽出する。 

③ 工学的安全施設及び原子炉停止系への作動信号の発生機能（ＭＳ－１）に属する機器等の一部

「工学的安全施設及び原子炉停止系への作動信号の発生機能（ＭＳ－１）」に属する機器等のう

ち、原子炉の手動スクラム又は原子炉保護系（スクラム）の作動に関連する核計装、プロセス計

装を原子炉の安全停止に係る機器等として抽出する。 
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8条-別紙 2-3 

 

また、一般火災により発生するおそれがある運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故の起因

となる異常事象、１次冷却材漏えい事故、２次冷却材漏えい事故に対応する以下の原子炉トリッ

プ信号に関連する計装を原子炉の安全停止に係る機器等として抽出する。 

・ １次冷却材流量低 

・ ２次冷却材流量低 

・ 電源喪失 

・ 原子炉入口冷却材温度高 

・ 中性子束高（出力領域） 

・ 炉内ナトリウム液面低 

④ 原子炉停止後の除熱機能（ＭＳ－１）に属する機器等 

「原子炉停止後の除熱機能（ＭＳ－１）」に属する機器等を原子炉の安全停止に係る機器等とし

て抽出する。 

なお、「原子炉停止後の除熱機能（ＭＳ－１）」に属する１次主冷却系逆止弁＊1は、１次主冷却

系の冷却材の流路を確保する観点で、原子炉の安全停止に係る機器等として抽出する。 

＊1：１次主冷却系の逆止弁（逆止機能）については、1ループの１次主循環ポンプで冷却材を

循環させる事象（１次主循環ポンプ軸固着）が発生した場合に、１次主循環ポンプが停止

しているループに、冷却材が逆流し、炉心流量が大きく低下することを防止する機能を有

しているが、火災により当該機能が必要となる事象は発生しない。 

⑤ 原子炉冷却材バウンダリ機能（ＰＳ－１）に属する機器等 

「原子炉冷却材バウンダリ機能（ＰＳ－１）」に属する機器等は、「原子炉停止後の除熱機能（Ｍ

Ｓ－１）」の関連系として、原子炉の安全停止に係る機器等として抽出する。 

⑥ ２次冷却材を内蔵する機能（通常運転時の炉心の冷却に関連するもの）（ＰＳ－３）に属する

機器等 

「２次冷却材を内蔵する機能（通常運転時の炉心の冷却に関連するもの）（ＰＳ－３）」に属す

る機器等は、「原子炉停止後の除熱機能（ＭＳ－１）」の関連系として、原子炉の安全停止に係る

機器等として抽出する。 

⑦ １次冷却材漏えい量の低減機能（ＭＳ－１）に属する機器等の一部 

１次冷却材漏えい事故時には、１次主冷却系の逆止弁及び１次補助冷却系のサイフォンブレー

ク弁に依らず、原子炉容器のリークジャケット、原子炉冷却材バウンダリの配管（外管）、容器、

ポンプ、弁のリークジャケット、１次予熱窒素ガス系の仕切弁により、１次主冷却系の循環に必

要な液位が確保される設計としている。このため、１次主冷却系の逆止弁及び１次補助冷却系の

サイフォンブレーク弁を除く「１次冷却材漏えい量の低減機能（ＭＳ－１）」に属する機器等を原

子炉の安全停止に係る機器等として抽出する。 

⑧ 事故時のプラント状態の把握機能（ＭＳ－２）に属する機器等 

原子炉停止後に、炉心の崩壊熱を除去し、停止状態を引き続き維持することにより、放射性物

質が系統外に放出されることはないが、その状況を監視する観点で、「事故時のプラント状態の把

握機能（ＭＳ－２）」に属する機器等を原子炉の安全停止に係る機器等として抽出する。 

⑨ 緊急時対策上重要なもの及び異常状態の把握機能（ＭＳ－３）に属する機器等の一部 
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「緊急時対策上重要なもの及び異常状態の把握機能（ＭＳ－３）」に属する機器等のうち、原子

炉の安全停止状態を監視する観点で、以下の計装を原子炉の安全停止に係る機器等として抽出す

る。 

・ 核計装（線形出力系） 

・ 原子炉入口冷却材温度 

・ 原子炉出口冷却材温度 

・ １次主冷却系冷却材流量 

・ ２次主冷却系冷却材流量 

⑩ 制御室外からの安全停止機能（ＭＳ－３）に属する機器等 

中央制御室が使用できない場合、中央制御室以外の場所から原子炉を停止させ、必要なパラメ

ータを監視するための機能を有する観点で、「制御室外からの安全停止機能（ＭＳ－３）」に属す

る機器等を原子炉の安全停止に係る機器等として抽出する。 

⑪ 通常運転時の冷却材の循環機能（ＰＳ－３）に属する機器等の一部 

原子炉停止後の除熱は、１次主冷却系の強制循環（１次主循環ポンプポニーモータを使用）、２

次主冷却系の自然循環で行われることから、「通常運転時の冷却材の循環機能（ＰＳ－３）」のう

ち、１次主循環ポンプ本体（循環機能）を原子炉の安全停止に係る機器等として抽出する。 

⑫ プラント計測・制御機能（安全保護機能を除く。）に属する機器等 

また、原子炉停止後の除熱を制御する観点で、原子炉冷却材温度制御系（「プラント計測・制御

機能（ＰＳ－３）」に該当する機器）＊2を原子炉の安全停止に係る機器等として抽出する。 

＊2：関連するプロセス計装及び制御用圧縮空気供給設備を含む。 

⑬ 安全上特に重要な関連機能（ＭＳ－１）、安全上重要な関連機能（ＭＳ－２）に属する機器等

の一部 

「安全上特に重要な関連機能（ＭＳ－１）」及び「安全上重要な関連機能（ＭＳ－２）」に属す

る機器等については、中央制御室及び非常用電源設備のうち、①～⑫に関連するものを原子炉の

安全停止に係る機器等として抽出する。 

なお、非常用電源設備の一部（非常用ディーゼル発電機等）は、放射性物質の閉じ込め又は使

用済燃料の冠水等に係る機器等と重畳するものがある。重畳する場合は、原子炉の安全停止に係

る機器等であることを優先して火災防護対策を講じるものとする。 

 

3.2 放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等の抽出 

放射性物質の閉じ込めについて、一般火災にあっては、原子炉の安全停止に係る機器等に対して

火災防護対策を講じることにより、一般火災が発生した場合にあっても、原子炉の安全停止が可能

であり放射性物質が放出するおそれはない。 

一方、１次冷却材漏えい事故時には、原子炉停止後に格納容器（床下）を窒素雰囲気から空気雰

囲気に置換した場合に、漏えいしたナトリウムが燃焼し、それに伴う放射性物質の放出を抑制する

ため、放射性物質の閉じ込め機能が必要となる。 

以上より、１次冷却材漏えい事故時に放射性物質の閉じ込めに必要な機器等を安全機能の重要度

分類がクラス１、クラス２及びクラス３に属する機器等の中から、以下のとおり抽出する。 
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① 工学的安全施設及び原子炉停止系への作動信号の発生機能（ＭＳ－１）に属する機器等の一部 

格納容器（床下）において、ナトリウムが燃焼した場合に、格納容器外への放射性物質の放出

量を抑制するため、「工学的安全施設及び原子炉停止系への作動信号の発生機能（ＭＳ－１）」に

属する機器等のうち、原子炉保護系（アイソレーション）と原子炉保護系（アイソレーション）

の作動に関連するプロセス計装を抽出する。 

② 放射性物質の閉じ込め機能（ＭＳ－１）に属する機器等 

格納容器（床下）において、ナトリウムが燃焼した場合に、格納容器外への放射性物質の放出

量を抑制するため、「放射性物質の閉じ込め機能（ＭＳ－１）」に属する機器等を抽出する。 

③ 放射線の遮蔽及び放出低減機能（ＭＳ－２）に属する機器等の一部 

格納容器（床下）において、ナトリウムが燃焼した場合に、格納容器外への放射性物質の放出

量を抑制するため、「放射線の遮蔽及び放出低減機能（ＭＳ－２）」に属する機器等のうち、アニ

ュラス部排気系及び非常用ガス処理装置を抽出する。 

④ 安全上特に重要な関連機能（ＭＳ－１）、安全上重要な関連機能（ＭＳ－２）に属する機器等

の一部 

「安全上特に重要な関連機能（ＭＳ－１）」及び「安全上重要な関連機能（ＭＳ－２）」に属す

る機器等については、放射性物質の閉じ込めを達成するための①～③に係る非常用電源設備を抽

出する。 

 

放射性物質の貯蔵について、放射性物質を貯蔵する機器等を安全機能の重要度分類がクラス１、

クラス２及びクラス３に属する機器等の中から、以下のとおり抽出する。 

⑤ 原子炉カバーガス等のバウンダリ機能（ＰＳ－２）に属する機器等 

⑥ 原子炉冷却材バウンダリに直接接続されていないものであって、放射性物質を貯蔵する機能

（ＰＳ－２）に属する機器等 

⑦ 燃料を安全に取り扱う機能（ＰＳ－２）に属する機器等 

⑧ 放射性物質の貯蔵機能（ＰＳ－３）に属する機器等 

⑨ 核分裂生成物の原子炉冷却材中への放散防止機能（ＰＳ－３）に属する機器等 

 

3.3 使用済燃料の冠水等に係る機器等の抽出 

使用済燃料の冠水等に係る機器等は、安全機能の重要度分類がクラス１、クラス２及びクラス３

に属する機器等の中から、以下のとおり抽出する。 

① 燃料プール水の保持機能（ＭＳ－２）に属する機器等 

② 燃料プール水の補給機能（ＭＳ－３）に属する機器等 

 

4. 原子炉の安全停止に係る機器等、放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等、使用済燃料の冠

水等に係る機器等に対する火災防護対策の考え方 

原子炉の安全停止に係る機器等、放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等、使用済燃料の冠

水等に係る機器等について、本原子炉施設の安全上の特徴を考慮した上で適切な火災防護対策を講

じることを基本とする。 

[9]
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なお、火災防護対策を講じるに当たって、ナトリウム燃焼の発生が想定される火災区画について

は、ナトリウム燃焼を起点とし、一般火災が発生するおそれがあることを考慮する。また、ナトリ

ウム燃焼を確実に感知することを目的に、一般火災に対する火災感知器を兼用する。 

 

4.1 一般火災に対する火災防護対策の考え方 

一般火災については、火災防護基準の火災の発生防止、火災の感知及び消火、火災の影響軽減の

三方策を適切に組み合せる設計とする。 

火災防護基準の三方策の組合せについては、本原子炉施設の安全上の特徴並びに原子炉の安全停

止に係る機器等、放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等、使用済燃料の冠水等に係る機器等

が有する安全機能、配置、構造及び動作原理に係る以下の 4 つの観点を考慮することを基本とし、

火災による機能への影響を判断して決定する。 

ⅰ）不燃性材料で構成されるため、火災によって、その機能が影響を受けない。 

※ 不燃性材料で構成される金属製の配管、容器、弁及びコンクリート製の構造物は、その外部

で火災が発生した場合にあっても火災によりその機能が影響を受けない。 

 なお、これらのうち、配管、容器、弁には、内包する流体の漏れ、外部からの異物の混入を

防止するため、不燃性ではないパッキン類を使用する場合があるが、パッキン類は、内部に取

り付けられるものであり、外部からの火災により直接加熱されることはなく、また、仮にパッ

キン類が長時間高温になってそのシート性能が低下しても、シート部からの漏えいが発生す

る程度で、配管、容器、弁の機能を喪失することはなく、他の機器等へ影響を及ぼすことはな

い。 

ⅱ）環境条件から火災が発生しないため、火災によって、その機能が影響を受けない。 

※ 火災が発生しない環境条件は、水中又は窒素雰囲気（格納容器（床下））が該当する。 

 格納容器（床下）にあっては、原子炉運転中は、窒素雰囲気で維持されるが、原子炉停止後

に空気雰囲気に置換する場合があることを考慮する。 

ⅲ）フェイルセーフ設計のため、火災によって、その機能を喪失しない。 

ⅳ）代替手段により機能を達成できるため、火災によって、その機能を喪失しない。 

 

4.1.1 原子炉の安全停止に係る機器等に対する火災による機能への影響 

原子炉の安全停止に係る機器等に対する火災による機能への影響の概要を別添 1-2-1に示す。 

また、原子炉の安全停止に係る機器等に対して、個別に火災による機能への影響を考慮し、図る

べき火災防護対策を評価した結果を別添 1-2-2【後日提示】に示す。 

 

4.1.2 放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等に対する火災による機能への影響 

放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等に対する火災による機能への影響の概要を別添 1-

3-1【後日提示】に示す。 

また、放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等に対して、個別に火災による機能への影響を

考慮し、図るべき火災防護対策を評価した結果を別添 1-3-2【後日提示】に示す。 
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4.1.3 使用済燃料の冠水等に係る機器等に対する火災による機能への影響 

使用済燃料の冠水等に係る機器等に対する火災による機能への影響の概要を別添 1-4-1【後日提

示】に示す。 

4.2 ナトリウム燃焼に対する火災防護対策の考え方 

ナトリウム燃焼に対する火災防護対策は、本原子炉施設の安全上の特徴を考慮し、ナトリウム燃

焼の発生が想定される火災区画において「ナトリウム漏えいの発生防止」、「ナトリウム漏えいの検

知・ナトリウム燃焼の感知及びナトリウム燃焼の消火」、「ナトリウム燃焼の影響軽減」の三方策の

それぞれを講じるものとする。 

なお、ナトリウム燃焼については、一般火災と異なり、消火活動に水を使用することができず、

窒息消火とその後のナトリウムの冷却が基本となるため、三方策をそれぞれ講じた上で、特にナト

リウム漏えいの発生防止に重点を置いて対策を講じる。

[11]



8条-別紙 2-別添 1-1-1 

 

別添 1-1 

安全施設と原子炉の安全停止に係る機器等、放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等、 

使用済燃料の冠水等に係る機器等の関係 

 

安全機能の重要度分類がクラス１、クラス２及びクラス３に属する構築物、系統及び機器と原子炉

の安全停止に係る機器等、放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等、使用済燃料の冠水等に係る

機器等の関係を第 1表に示す。 
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第 1表 安全施設と原子炉の安全停止に係る機器等、放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等、使用済燃料の冠水等に係る機器等の関係（1/7） 

 

Ａ：原子炉の安全停止に係る機器等、Ｂ：放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等、Ｃ：使用済燃料の冠水等に係る機器等 

安全機能の重要度分類 抽出結果 

（〇：該当） 

備考 

（Ａ～Ｃに抽出されなかった機器等は、消防法、建築基準法等、設

備や環境に応じた火災防護対策を講じる。） 
分類 定義 機能 構築物、系統又は機器 

Ａ Ｂ Ｃ 

ＰＳ－１ 

その損傷又は故障により発

生する事象によって燃料の

多量の破損を引き起こすお

それがあり、敷地外への著

しい放射性物質の放出のお

それのある構築物、系統及

び機器 

原子炉冷却材バウンダリ

機能 

① 原子炉容器 1）本体 〇   

原子炉停止後の除熱機能の関連系として、原子炉の

安全停止に係る機器等に抽出 

② １次主冷却系、１次補助冷

却系及び１次ナトリウム充

填・ドレン系 

2）原子炉冷却材バウンダリに属する容

器・配管・ポンプ・弁（ただし、計装

等の小口径のものを除く。） 

〇   

炉心形状の維持機能 

① 炉心支持構造物 
1）炉心支持板 〇   

原子炉の緊急停止及び未臨界維持機能の関連系とし

て、原子炉の安全停止に係る機器等に抽出 

2）支持構造物 〇   

② 炉心バレル構造物 1）バレル構造体 〇   

③ 炉心構成要素 

1）炉心燃料集合体 〇   

2）照射燃料集合体 〇   

3）内側反射体 〇   

4）外側反射体（Ａ） 〇   

5）材料照射用反射体 〇   

6）遮へい集合体 〇   

7）計測線付実験装置 〇   

8）照射用実験装置 〇   

ＭＳ－１ 

異常状態発生時に、敷地周

辺公衆への過度の放射線の

影響を防止する構築物、系

統及び機器 

原子炉の緊急停止及び未

臨界維持機能＊1 

① 制御棒 〇   

原子炉の安全停止に係る機器等に抽出 

② 制御棒駆動系 

1）駆動機構 〇   

2）上部案内管 〇   

3）下部案内管 〇   

③ 後備炉停止制御棒 〇   

④ 後備炉停止制御棒駆動系 

1）駆動機構 〇   

2）上部案内管 〇   

3）下部案内管 〇   

＊1：【特記すべき関連系】炉心支持構造物（炉心支持板、支持構造物）、炉心バレル構造物（バレル構造体）、炉心構成要素（炉心燃料集合体、照射燃料集合体他） 
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第 1表 安全施設と原子炉の安全停止に係る機器等、放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等、使用済燃料の冠水等に係る機器等の関係（2/7） 

 

Ａ：原子炉の安全停止に係る機器等、Ｂ：放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等、Ｃ：使用済燃料の冠水等に係る機器等 

安全機能の重要度分類 抽出結果 

（〇：該当） 

備考 

（Ａ～Ｃに抽出されなかった機器等は、消防法、建築基準法等、設

備や環境に応じた火災防護対策を講じる。） 
分類 定義 機能 構築物、系統又は機器 

Ａ Ｂ Ｃ 

ＭＳ－１ 

異常状態発生時に、敷地周

辺公衆への過度の放射線の

影響を防止する構築物、系

統及び機器 

１次冷却材漏えい量の 

低減機能＊1 

① 原子炉容器 1）リークジャケット 〇   
１次冷却材漏えい事故時に１次主冷却系による原子

炉停止後の除熱を行う観点で、原子炉の安全停止に

係る機器等に抽出 

② １次主冷却系、１次補助冷却系及び１次ナトリウム充填・ドレン系の

うち、原子炉冷却材バウンダリに属する容器・配管・ポンプ・弁の配管

（外側）又はリークジャケット 

〇   

③ １次主冷却系 1）逆止弁    １次冷却材漏えい事故時に１次主冷却系による原子

炉停止後の除熱に係わらない。 ④ １次補助冷却系 1）サイフォンブレーク弁    

⑤ １次予熱窒素ガス系 1）仕切弁 〇   

１次冷却材漏えい事故時に１次主冷却系による原子

炉停止後の除熱を行う観点で、原子炉の安全停止に

係る機器等に抽出 

原子炉停止後の除熱 

機能＊2 

① １次主冷却系 

1）１次主循環ポンプポニーモータ 〇   原子炉の安全停止に係る機器等に抽出 

2）逆止弁 〇   
１次主冷却系の冷却材の流路を確保する観点で、原

子炉の安全停止に係る機器等に抽出 

② ２次主冷却系 1）主冷却機（主送風機を除く。）＊3 〇   原子炉の安全停止に係る機器等に抽出 

放射性物質の 

閉じ込め機能 

① 格納容器  〇  １次冷却材漏えい事故時にナトリウム燃焼に伴う放

射性物質の放出を抑制する観点で、放射性物質の閉

じ込めに係る機器等として抽出 ② 格納容器バウンダリに属する配管・弁  〇  

安全上必須なその他の構築

物、系統及び機器 

工学的安全施設及び原子

炉停止系への作動信号の

発生機能＊4 

① 原子炉保護系（スクラム） 〇   
原子炉の安全停止に係る機器等に抽出（なお、関連す

る計装は、火災時に必要なものを抽出） 

② 原子炉保護系（アイソレーション）  〇  

１次冷却材漏えい事故時にナトリウム燃焼に伴う放

射性物質の放出を抑制する観点で、放射性物質の閉

じ込めに係る機器等として抽出 

＊1：【特記すべき関連系】関連するプロセス計装（ナトリウム漏えい検出器） 

＊2：【特記すべき関連系】原子炉容器（本体）、原子炉冷却材バウンダリに属する容器・配管他、冷却材バウンダリに属する容器・配管他 

＊3：原子炉冷却材温度制御系を含む。 

＊4：【特記すべき関連系】関連する核計装、関連するプロセス計装 
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第 1表 安全施設と原子炉の安全停止に係る機器等、放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等、使用済燃料の冠水等に係る機器等の関係（3/7） 

 

Ａ：原子炉の安全停止に係る機器等、Ｂ：放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等、Ｃ：使用済燃料の冠水等に係る機器等 

安全機能の重要度分類 抽出結果 

（〇：該当） 

備考 

（Ａ～Ｃに抽出されなかった機器等は、消防法、建築基準法等、設

備や環境に応じた火災防護対策を講じる。） 
分類 定義 機能 構築物、系統又は機器 

Ａ Ｂ Ｃ 

ＭＳ－１ 
安全上必須なその他の構築

物、系統及び機器 

安全上特に重要な 

関連機能＊1 

① 中央制御室 〇   原子炉の安全停止に係る機器等に抽出 

② 非常用ディーゼル電源系（ＭＳ－１に関連するもの） 〇（一部） 
原子炉の安全停止、放射性物質の貯蔵又は閉じ込め

又は使用済燃料の冠水等に係る機器等に電源を供給

するために必要な機器等を抽出（なお、重畳するもの

は（非常用ディーゼル発電機等）、原子炉の安全停止

に係る機器等であることを優先して対策を講じる。） 

③ 交流無停電電源系（ＭＳ－１に関連するもの） 〇（一部） 

④ 直流無停電電源系（ＭＳ－１に関連するもの） 〇（一部） 

ＰＳ－２ 

その損傷又は故障により発

生する事象によって、燃料

の多量の破損を直ちに引き

起こすおそれはないが、敷

地外への過度の放射性物質

の放出のおそれのある構築

物、系統及び機器 

原子炉カバーガス等の 

バウンダリ機能 

① １次アルゴンガス系 

1）原子炉カバーガスバウンダリに属す

る容器・配管・弁（ただし、計装等の

小口径のものを除く。） 

 〇  

放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等に抽出 

② 原子炉容器 

1）本体（原子炉冷却材バウンダリに属す

るもの及び計装等の小口径のものを

除く。） 

 〇  

③ １次主冷却系 

1）原子炉カバーガスバウンダリに属す

る容器・配管・弁（ただし、計装等の

小口径のものを除く。） 

 〇  

④ １次オーバフロー系 

1）原子炉カバーガスバウンダリに属す

る容器・配管・弁（ただし、計装等の

小口径のものを除く。） 

 〇  

⑤ １次ナトリウム充填・ドレ

ン系 

1）原子炉カバーガスバウンダリに属す

る容器・配管・弁（ただし、計装等の

小口径のものを除く。） 

 〇  

⑥ 回転プラグ（ただし、計装等の小口径のものを除く。）  〇  

燃料を安全に 

取り扱う機能 
① 核燃料物質取扱設備  〇  

＊1：【特記すべき関連系】関連する補機冷却設備 
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第 1表 安全施設と原子炉の安全停止に係る機器等、放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等、使用済燃料の冠水等に係る機器等の関係（4/7） 

 

Ａ：原子炉の安全停止に係る機器等、Ｂ：放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等、Ｃ：使用済燃料の冠水等に係る機器等 

安全機能の重要度分類 抽出結果 

（〇：該当） 

備考 

（Ａ～Ｃに抽出されなかった機器等は、消防法、建築基準法等、設

備や環境に応じた火災防護対策を講じる。） 
分類 定義 機能 構築物、系統又は機器 

Ａ Ｂ Ｃ 

ＰＳ－２ 

その損傷又は故障により発

生する事象によって、燃料

の多量の破損を直ちに引き

起こすおそれはないが、敷

地外への過度の放射性物質

の放出のおそれのある構築

物、系統及び機器 

原子炉冷却材バウンダリ

に直接接続されていない

ものであって、放射性物

質を貯蔵する機能 

① 原子炉附属建物使用済燃

料貯蔵設備 

1）貯蔵ラック  〇  

放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等に抽出 

2）水冷却池  〇  

② 第一使用済燃料貯蔵建物

使用済燃料貯蔵設備 

1）貯蔵ラック  〇  

2）水冷却池  〇  

③ 第二使用済燃料貯蔵建物

使用済燃料貯蔵設備 

1）貯蔵ラック  〇  

2）水冷却池  〇  

④ 気体廃棄物処理設備 1）アルゴン廃ガス処理系  〇  

ＭＳ－２ 

ＰＳ－２の構築物、系統及

び機器の損傷又は故障が及

ぼす敷地周辺公衆への放射

線の影響を十分小さくする

ようにする構築物、系統及

び機器 

燃料プール水の保持機能 

① 原子炉附属建物使用済燃

料貯蔵設備 

1）水冷却池   〇 

使用済燃料の冠水等に係る機器等に抽出 

2）水冷却浄化設備のうち、サイフォンブ

レーク弁 
  〇 

② 第一使用済燃料貯蔵建物

使用済燃料貯蔵設備 

1）水冷却池   〇 

2）水冷却浄化設備のうち、サイフォンブ

レーク弁 
  〇 

③ 第二使用済燃料貯蔵建物

使用済燃料貯蔵設備 

1）水冷却池   〇 

2）水冷却浄化設備のうち、サイフォンブ

レーク弁 
  〇 

放射線の遮蔽及び 

放出低減機能 

① 外周コンクリート壁  〇  

１次冷却材漏えい事故時にナトリウム燃焼に伴う放

射性物質の放出を抑制する観点で、放射性物質の閉

じ込めに係る機器等として抽出 

② アニュラス部排気系 
1）アニュラス部排気系（アニュラス部常

用排気フィルタを除く。） 
 〇  

③ 非常用ガス処理装置  〇  

④ 主排気筒  〇  

⑤ 放射線低減効果の大きい遮蔽（安全容器及びコンクリート遮へい体冷

却系を含む。） 
   

１次冷却材漏えい事故時にナトリウム燃焼に伴う放

射性物質の放出を抑制に係わらない。 
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第 1表 安全施設と原子炉の安全停止に係る機器等、放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等、使用済燃料の冠水等に係る機器等の関係（5/7） 

 

Ａ：原子炉の安全停止に係る機器等、Ｂ：放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等、Ｃ：使用済燃料の冠水等に係る機器等 

安全機能の重要度分類 抽出結果 

（〇：該当） 

備考 

（Ａ～Ｃに抽出されなかった機器等は、消防法、建築基準法等、設

備や環境に応じた火災防護対策を講じる。） 
分類 定義 機能 構築物、系統又は機器 

Ａ Ｂ Ｃ 

ＭＳ－２ 

異常状態への対応上特に重

要な構築物、系統及び機器 

事故時のプラント状態の

把握機能 
① 事故時監視計器の一部 〇   原子炉の安全停止に係る機器等に抽出 

安全上特に重要なその他の

構築物、系統及び機器 
安全上重要な関連機能 

① 非常用ディーゼル電源系（ＭＳ－１に属するものを除く。） 〇（一部） 原子炉の安全停止、放射性物質の貯蔵又は閉じ込め

又は使用済燃料の冠水等に係る機器等に電源を供給

するために必要な機器等を抽出（なお、重畳するもの

は（非常用ディーゼル発電機等）、原子炉の安全停止

に係る機器等であることを優先して対策を講じる。） 

② 交流無停電電源系（ＭＳ－１に属するものを除く。） 〇（一部） 

③ 直流無停電電源系（ＭＳ－１に属するものを除く。） 〇（一部） 

ＰＳ－３ 

異常状態の起因事象となる

ものであってＰＳ－１、Ｐ

Ｓ－２以外の構築物、系統

及び機器 

１次冷却材を内蔵する機

能（ＰＳ－１以外のも

の） 

① １次ナトリウム純化系のうち、１次冷却材を内蔵しているか、又は内

蔵し得る容器・配管・ポンプ・弁（ただし、計装等の小口径のものを除

く。） 

 〇  

放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等に抽出 
② １次オーバフロー系のうち、１次冷却材を内蔵しているか、又は内蔵

し得る容器・配管・ポンプ・弁（ただし、計装等の小口径のものを除く。） 
 〇  

③ １次ナトリウム充填・ドレン系のうち、１次冷却材を内蔵しているか、

又は内蔵し得る容器・配管・弁（ただし、ＰＳ－１に属するもの及び計

装等の小口径のものを除く。） 

 〇  

２次冷却材を内蔵する機

能（通常運転時の炉心の

冷却に関連するもの） 

① ２次主冷却系、２次補助冷

却系、２次ナトリウム純化系

及び２次ナトリウム充填・ド

レン系 

1）冷却材バウンダリに属する容器・配

管・ポンプ・弁（ただし、計装等の小

口径のものを除く。） 

〇   
原子炉停止後の除熱機能の関連系として、原子炉の

安全停止に係る機器等に抽出 

放射性物質の貯蔵機能 
① 液体廃棄物処理設備  〇  

放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等に抽出 
② 固体廃棄物処理設備  〇  
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第 1表 安全施設と原子炉の安全停止に係る機器等、放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等、使用済燃料の冠水等に係る機器等の関係（6/7） 

Ａ：原子炉の安全停止に係る機器等、Ｂ：放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等、Ｃ：使用済燃料の冠水等に係る機器等 

安全機能の重要度分類 抽出結果 

（〇：該当） 

備考 

（Ａ～Ｃに抽出されなかった機器等は、消防法、建築基準法等、設

備や環境に応じた火災防護対策を講じる。）
分類 定義 機能 構築物、系統又は機器 

Ａ Ｂ Ｃ 

ＰＳ－３ 

異常状態の起因事象となる

ものであってＰＳ－１、Ｐ

Ｓ－２以外の構築物、系統

及び機器 

通常運転時の冷却材の 

循環機能 

① １次主冷却系

1）１次主循環ポンプ 

ⅰ）１次主循環ポンプ本体（循環機能） 〇 原子炉停止後の除熱は、１次主冷却系の強制循環（１

次主循環ポンプポニーモータを使用）、２次主冷却系

の自然循環で行われることから、１次主循環ポンプ

本体（循環機能）を原子炉の安全停止に係る機器等に

抽出 

ⅱ）主電動機＊1 

② ２次主冷却系

1）２次主循環ポンプ 

ⅰ）２次主循環ポンプ本体（循環機能） 

ⅱ）電動機 

通常運転時の最終ヒート

シンクへの熱輸送機能

① ２次主冷却系

1）主送風機 

ⅰ）電動機 原子炉停止後の除熱は、主冷却機の自然通風であり、

原子炉の安全停止に係わらない。 ⅱ）電磁ブレーキ＊2 

電源供給機能（非常用を

除く。） 
① 一般電源系（受電エリア）

原子炉の安全停止、放射性物質の閉じ込め、使用済燃

料の冠水等に係る機器への電源は、非常用電源設備

より給電されるため、原子炉の安全停止、放射性物質

の閉じ込め、使用済燃料の冠水等に係わらない。 

プラント計測・制御機能

（安全保護機能を除く。） 

① 原子炉冷却材温度制御系（関連するプロセス計装及び制御用圧縮空気

供給設備を含む。） 
〇 

原子炉停止後の除熱を制御する観点で、原子炉の安

全停止に係わる機器等に抽出 

原子炉冷却材中放射性物質

濃度を通常運転に支障のな

い程度に低く抑える構築

物、系統及び機器 

核分裂生成物の原子炉冷

却材中への放散防止機能 
① 炉心構成要素

1）炉心燃料集合体

ⅰ）被覆管
〇 

放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等に抽出 
2）照射燃料集合体

ⅰ）被覆管
〇 

ＭＳ－３ 

運転時の異常な過渡変化が

あってもＭＳ－１、ＭＳ－

２とあいまって、事象を緩

和する構築物、系統及び機

器 

制御室外からの安全停止

機能 
① 中央制御室外原子炉停止盤（安全停止に関連するもの） 〇 

中央制御室が火災等により使用できない場合に使用

するものであることを考慮し、原子炉の安全停止に

係わる機器等に抽出 

＊1：１次主循環ポンプの主電動機が停止した場合には、主電動機の慣性と１次冷却材の流体慣性により、１次冷却材流量は緩慢に減少する（フローコーストダウン）。１次主循環ポンプの軸は、１次主循環ポンプの内部に設

置していることから、火災によって軸の固着が生じることはなく、フローコーストダウン特性は、火災によって影響を受けることはない。 

＊2：電磁ブレーキは、主送風機の停止を迅速に行うために設けられる。これは、原子炉停止直後に２次冷却材の温度低下による熱衝撃を緩和することを目的としたものであり、原子炉の冷却の観点では、万一、電磁ブレーキ

が動作しなかったとしても影響を及ぼすことはない。 
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第 1表 安全施設と原子炉の安全停止に係る機器等、放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等、使用済燃料の冠水等に係る機器等の関係（7/7） 

Ａ：原子炉の安全停止に係る機器等、Ｂ：放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等、Ｃ：使用済燃料の冠水等に係る機器等 

安全機能の重要度分類 抽出結果 

（〇：該当） 

備考 

（Ａ～Ｃに抽出されなかった機器等は、消防法、建築基準法等、設

備や環境に応じた火災防護対策を講じる。）
分類 定義 機能 構築物、系統又は機器 

Ａ Ｂ Ｃ 

ＭＳ－３ 

運転時の異常な過渡変化が

あってもＭＳ－１、ＭＳ－

２とあいまって、事象を緩

和する構築物、系統及び機

器 

燃料プール水の補給機能 

① 原子炉附属建物使用済燃

料貯蔵設備 

1）水冷却浄化設備（ＭＳ－２に属するも

のを除く。） 
〇 

使用済燃料の冠水等に係る機器等に抽出 
② 第一使用済燃料貯蔵建物

使用済燃料貯蔵設備 

1）水冷却浄化設備（ＭＳ－２に属するも

のを除く。） 
〇 

③ 第二使用済燃料貯蔵建物

使用済燃料貯蔵設備 

1）水冷却浄化設備（ＭＳ－２に属するも

のを除く。） 
〇 

出力上昇の抑制機能 ① インターロック系 1）制御棒引抜きインターロック系
火災により当該機能の必要となる事象が発生するお

それはなく、原子炉の安全停止に係わらない。 

異常状態への対応上必要な

構築物、系統及び機器 

緊急時対策上重要なもの

及び異常状態の把握機能 

① 事故時監視計器（ＭＳ－２に属するものを除く。） 〇 
原子炉の安全停止状態の監視に必要な計装を原子炉

の安全停止に係る機器等に抽出 

② 放射線管理施設（ＭＳ－２に属するものを除く。）

原子炉の安全停止、放射性物質の貯蔵又は閉じ込め、

使用済燃料の冠水等に係わらない。 

③ 通信連絡設備

④ 消火設備

⑤ 安全避難通路

⑥ 非常用照明

[19]



8条-別紙 2-別添 1-2-1-1 

 

別添 1-2-1 

原子炉の安全停止に係る機器等に対する火災による機能への影響 

 

安全機能の重要度分類から抽出した原子炉の安全停止に係る機器等に対する火災による機能への

影響の概要を第 1表に示す。 

[20]



 

 

8
条
-別

紙
2-別

添
1-2-1-2 

 

第 1表 原子炉の安全停止に係る機器等に対する火災による機能への影響の概要（1/6） 

 

安全機能の重要度分類 原子炉の安全停止 
に係る機器等 

(〇：該当、－：非該当) 

火災による機能影響の概要 
(可能性あり※1：〇※2／△※3、可能性なし：－※4) 分類 定義 機能 構築物、系統又は機器 

ＰＳ－１ 

その損傷又は故障により
発生する事象によって燃
料の多量の破損を引き起
こすおそれがあり、敷地
外への著しい放射性物質
の放出のおそれのある構
築物、系統及び機器 

原子炉冷却材 
バウンダリ機能 

① 原子炉容器 1）本体 〇＊1 

－ 
(左記は、不燃性材料(鉄鋼又は金属板)で構成される。また、
左記を設置する炉容器ピットの安全容器内は、窒素雰囲気で
維持するため、火災が発生するおそれはない。したがって、火
災によってその機能が影響を受けることはない。) 

② １次主冷却系、１次補
助冷却系及び１次ナトリ
ウム充填・ドレン系 

1）原子炉冷却材バウンダリに属する
容器・配管・ポンプ・弁（ただし、
計装等の小口径のものを除く。） 

〇＊1 

－ 
(左記の本体は、不燃性材料(鉄鋼又は金属板)で構成される。
また、左記を設置する格納容器(床下)は、原子炉運転中にあっ
ては、窒素雰囲気で維持するため、火災が発生するおそれはな
い。したがって、火災によってその機能が影響を受けることは
ない。左記のうち、原子炉冷却材バウンダリを構成する境界と
なる弁の一部(電動弁)は、通常運転時及び原子炉停止時とも
に「閉」であり、関連するケーブル等が損傷した場合にあって
も「閉」状態が維持される。したがって、火災によってその機
能が影響を受けることはない。原子炉冷却材バウンダリに属
する主要な機器の構造等を添付 1に示す。) 

炉心形状の維持機能 

① 炉心支持構造物 
1）炉心支持板 〇＊2 

－ 
(左記は、不燃性材料(鉄鋼又は金属板)で構成される。また、
左記を設置する原子炉容器内では、火災が発生するおそれは
ない。したがって、火災によってその機能が影響を受けること
はない。) 

2）支持構造物 〇＊2 
② 炉心バレル構造物 1）バレル構造体 〇＊2 

③ 炉心構成要素 

1）炉心燃料集合体 〇＊2 
2）照射燃料集合体 〇＊2 
3）内側反射体 〇＊2 
4）外側反射体（Ａ） 〇＊2 
5）材料照射用反射体 〇＊2 
6）遮へい集合体 〇＊2 
7）計測線付実験装置 〇＊2 
8）照射用実験装置 〇＊2 

※1：原子炉の安全停止に係る機器等に対して、個別に火災による機能への影響を考慮し、図るべき火災防護対策を評価した結果を別添 1-2-2【後日提示】に示す。 
※2：火災防護基準による三方策をそれぞれ考慮することを基本とする。 
※3：火災防護基準による三方策を組み合せることを基本とする。 
※4：消防法、建築基準法等、設備に応じた対策を講じる。 
＊1：原子炉停止後の除熱機能の関連系として、原子炉の安全停止に係る機器等に抽出 
＊2：原子炉の緊急停止及び未臨界維持機能の関連系として、原子炉の安全停止に係る機器等に抽出  
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第 1表 原子炉の安全停止に係る機器等に対する火災による機能への影響の概要（2/6） 

 

安全機能の重要度分類 原子炉の安全停止 
に係る機器等 

(〇：該当、－：非該当) 

火災による機能影響の概要 
(可能性あり※1：〇※2／△※3、可能性なし：－※4) 分類 定義 機能 構築物、系統又は機器 

ＭＳ－１ 

異常状態発生時に、敷地
周辺公衆への過度の放射
線の影響を防止する構築
物、系統及び機器 

原子炉の緊急停止及
び未臨界維持機能＊1 

① 制御棒 〇 

－ 
(左記は、不燃性材料(鉄鋼又は金属板)で構成される。また、
左記を設置する原子炉容器内では、火災が発生するおそれは
ない。したがって、火災によってその機能が影響を受けること
はない。) 

② 制御棒駆動系 

1）駆動機構 〇 

－ 
(駆動機構の駆動電動機が火災よって損傷した場合にあって
も、制御棒を炉心に急速に挿入する機能が影響を受けること
はない。また、駆動機構の制御棒保持電磁石のケーブルが損傷
した場合、保持電磁石が無励磁となり制御棒は、炉心に急速に
挿入される。したがって、火災によってその機能が影響を受け
ることはない。制御棒駆動機構の構造等を添付 2に示す。) 

2）上部案内管 〇 
－ 

(左記は、不燃性材料(鉄鋼又は金属板)で構成される。また、
左記を設置する原子炉容器内では、火災が発生するおそれは
ない。したがって、火災によってその機能が影響を受けること
はない。) 

3）下部案内管 〇 

③ 後備炉停止制御棒 〇 
－ 

(制御棒に同様) 

④ 後備炉停止制御棒駆動
系 

1）駆動機構 〇 
－ 

(制御棒駆動系(駆動機構)に同様) 
2）上部案内管 〇 － 

(制御棒駆動系(上部案内管、下部案内管)に同様) 3）下部案内管 〇 

１次冷却材漏えい量
の低減機能＊2 

① 原子炉容器 1）リークジャケット 〇 

－ 
(左記は、不燃性材料(鉄鋼又は金属板)で構成される。また、
左記を設置する炉容器ピットの安全容器内は、窒素雰囲気で
維持するため、火災が発生するおそれはない。したがって、火
災によってその機能が影響を受けることはない。) 

② １次主冷却系、１次補助冷却系及び１次ナトリウム充填・ドレ
ン系のうち、原子炉冷却材バウンダリに属する容器・配管・ポン
プ・弁の配管（外側）又はリークジャケット 

〇 

－ 
(左記は、不燃性材料(鉄鋼又は金属板)で構成される（添付 1
参照）。また、左記を設置する格納容器(床下)は、原子炉運転
中にあっては、窒素雰囲気で維持するため、火災が発生するお
それはない。したがって、火災によってその機能が影響を受け
ることはない。) 

③ １次主冷却系 1）逆止弁 －  
④ １次補助冷却系 1）サイフォンブレーク弁 －  

⑤ １次予熱窒素ガス系 1）仕切弁 〇 

－ 
(１次予熱窒素ガス系の仕切弁は、通常運転時及び機能要求時
(１次冷却材漏えい事故時)ともに「閉」の電動弁であり、通常
運転時と機能要求時で状態が変わらない。また、本体は、不燃
性材料(鉄鋼又は金属板)で構成される。したがって、火災によ
ってその機能が影響を受けることはない。１次予熱窒素ガス
系の仕切弁の構造等を添付 3に示す。) 

※1：原子炉の安全停止に係る機器等に対して、個別に火災による機能への影響を考慮し、図るべき火災防護対策を評価した結果を別添 1-2-2【後日提示】に示す。 
※2：火災防護基準による三方策をそれぞれ考慮することを基本とする。 
※3：火災防護基準による三方策を組み合せることを基本とする。 
※4：消防法、建築基準法等、設備に応じた対策を講じる。 
＊1：【特記すべき関連系】炉心支持構造物（炉心支持板、支持構造物）、炉心バレル構造物（バレル構造体）、炉心構成要素（炉心燃料集合体、照射燃料集合体他） 
＊2：【特記すべき関連系】関連するプロセス計装（ナトリウム漏えい検出器）  
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第 1表 原子炉の安全停止に係る機器等に対する火災による機能への影響の概要（3/6） 

 

安全機能の重要度分類 原子炉の安全停止 
に係る機器等 

(〇：該当、－：非該当) 

火災による機能影響の概要 
(可能性あり※1：〇※2／△※3、可能性なし：－※4) 分類 定義 機能 構築物、系統又は機器 

ＭＳ－１ 

異常状態発生時に、敷地
周辺公衆への過度の放射
線の影響を防止する構築
物、系統及び機器 

原子炉停止後の 
除熱機能＊1 

① １次主冷却系 

1）１次主循環ポンプポニーモータ 〇 〇 

2）逆止弁 〇 

－ 
(左記は、不燃性材料(鉄鋼又は金属板)で構成される（添付 1
参照）。また、左記を設置する格納容器（床下）は、原子炉運
転中にあっては、窒素雰囲気で維持するため、火災が発生する
おそれはない。したがって、火災によってその機能が影響を受
けることはない。 

② ２次主冷却系 1）主冷却機（主送風機を除く。） 〇 
－ 

(左記は、不燃性材料(鉄鋼又は金属板)で構成される。したが
って、火災によってその機能が影響を受けることはない。) 

放射性物質の 
閉じ込め機能 

① 格納容器 －  
② 格納容器バウンダリに属する配管・弁 －  

安全上必須なその他の構
築物、系統及び機器 

工学的安全施設及び
原子炉停止系への作
動信号の発生機能＊2 

① 原子炉保護系（スクラム） 〇 

〇(核計装)/△(核計装を除く。) 
(原子炉保護系(スクラム)及び関連する計装は、核計装を除い
てフェイルセーフ設計であることから、火災によってその機
能が影響を受けることはない。これらについては、火災防護基
準による三方策を組み合せる。原子炉保護系(スクラム)及び
関連する計装の構造等を添付 4に示す。) 

② 原子炉保護系（アイソレーション） －  

安全上特に重要な 
関連機能＊3 

① 中央制御室 〇 〇 
② 非常用ディーゼル電源系（ＭＳ－１に関連するもの） 〇 〇 
③ 交流無停電電源系（ＭＳ－１に関連するもの） 〇 〇 
④ 直流無停電電源系（ＭＳ－１に関連するもの） 〇 〇 

ＰＳ－２ 

その損傷又は故障により
発生する事象によって、
燃料の多量の破損を直ち
に引き起こすおそれはな
いが、敷地外への過度の
放射性物質の放出のおそ
れのある構築物、系統及
び機器 

原子炉カバーガス等
のバウンダリ機能 

① １次アルゴンガス系 
1）原子炉カバーガスバウンダリに属
する容器・配管・弁（ただし、計装等
の小口径のものを除く。） 

－  

② 原子炉容器 
1）本体（原子炉冷却材バウンダリに
属するもの及び計装等の小口径のも
のを除く。） 

－  

③ １次主冷却系 
1）原子炉カバーガスバウンダリに属
する容器・配管・弁（ただし、計装等
の小口径のものを除く。） 

－  

④ １次オーバフロー系 
1）原子炉カバーガスバウンダリに属
する容器・配管・弁（ただし、計装等
の小口径のものを除く。） 

－  

⑤ １次ナトリウム充填・
ドレン系 

1）原子炉カバーガスバウンダリに属
する容器・配管・弁（ただし、計装等
の小口径のものを除く。） 

－  

⑥ 回転プラグ（ただし、計装等の小口径のものを除く。） －  
※1：原子炉の安全停止に係る機器等に対して、個別に火災による機能への影響を考慮し、図るべき火災防護対策を評価した結果を別添 1-2-2【後日提示】に示す。 
※2：火災防護基準による三方策をそれぞれ考慮することを基本とする。 
※3：火災防護基準による三方策を組み合せることを基本とする。 
※4：消防法、建築基準法等、設備に応じた対策を講じる。 
＊1：【特記すべき関連系】原子炉容器（本体）、原子炉冷却材バウンダリに属する容器・配管他、冷却材バウンダリに属する容器・配管他 
＊2：【特記すべき関連系】関連する核計装、関連するプロセス計装 
＊3：【特記すべき関連系】関連する補機冷却設備  
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第 1表 原子炉の安全停止に係る機器等に対する火災による機能への影響の概要（4/6） 

 

安全機能の重要度分類 原子炉の安全停止 
に係る機器等 

(〇：該当、－：非該当) 

火災による機能影響の概要 
(可能性あり※1：〇※2／△※3、可能性なし：－※4) 分類 定義 機能 構築物、系統又は機器 

ＰＳ－２ 

その損傷又は故障により
発生する事象によって、
燃料の多量の破損を直ち
に引き起こすおそれはな
いが、敷地外への過度の
放射性物質の放出のおそ
れのある構築物、系統及
び機器 

燃料を安全に 
取り扱う機能 

① 核燃料物質取扱設備 －  

原子炉冷却材バウン
ダリに直接接続され
ていないものであっ
て、放射性物質を貯

蔵する機能 

① 原子炉附属建物使用済
燃料貯蔵設備 

1）貯蔵ラック －  
2）水冷却池 －  

② 第一使用済燃料貯蔵建
物使用済燃料貯蔵設備 

1）貯蔵ラック －  
2）水冷却池 －  

③ 第二使用済燃料貯蔵建
物使用済燃料貯蔵設備 

1）貯蔵ラック －  
2）水冷却池 －  

④ 気体廃棄物処理設備 1）アルゴン廃ガス処理系 －  

ＭＳ－２ 

ＰＳ－２の構築物、系統
及び機器の損傷又は故障
が及ぼす敷地周辺公衆へ
の放射線の影響を十分小
さくするようにする構築
物、系統及び機器 

燃料プール水の 
保持機能 

① 原子炉附属建物使用済
燃料貯蔵設備 

1）水冷却池 －  
2）水冷却浄化設備のうち、サイフォ
ンブレーク弁 

－  

② 第一使用済燃料貯蔵建
物使用済燃料貯蔵設備 

1）水冷却池 －  
2）水冷却浄化設備のうち、サイフォ
ンブレーク弁 

－  

③ 第二使用済燃料貯蔵建
物使用済燃料貯蔵設備 

1）水冷却池 －  
2）水冷却浄化設備のうち、サイフォ
ンブレーク弁 

－  

放射線の遮蔽及び 
放出低減機能 

① 外周コンクリート壁 －  

② アニュラス部排気系 
1）アニュラス部排気系（アニュラス
部常用排気フィルタを除く。） 

－  

③ 非常用ガス処理装置 －  
④ 主排気筒 －  
⑤ 放射線低減効果の大きい遮蔽（安全容器及びコンクリート遮へ
い体冷却系を含む。） 

－  

異常状態への対応上特に
重要な構築物、系統及び
機器 

事故時のプラント 
状態の把握機能 

① 事故時監視計器の一部 〇 〇 

安全上特に重要なその他
の構築物、系統及び機器 

安全上重要な 
関連機能 

① 非常用ディーゼル電源系（ＭＳ－１に属するものを除く。） 〇 〇 
② 交流無停電電源系（ＭＳ－１に属するものを除く。） 〇 〇 
③ 直流無停電電源系（ＭＳ－１に属するものを除く。） 〇 〇 

※1：原子炉の安全停止に係る機器等に対して、個別に火災による機能への影響を考慮し、図るべき火災防護対策を評価した結果を別添 1-2-2【後日提示】に示す。 
※2：火災防護基準による三方策をそれぞれ考慮することを基本とする。 
※3：火災防護基準による三方策を組み合せることを基本とする。 
※4：消防法、建築基準法等、設備に応じた対策を講じる。 
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第 1表 原子炉の安全停止に係る機器等に対する火災による機能への影響の概要（5/6） 

安全機能の重要度分類 原子炉の安全停止 
に係る機器等 

(〇：該当、－：非該当)

火災による機能影響の概要 
(可能性あり※1：〇※2／△※3、可能性なし：－※4) 分類 定義 機能 構築物、系統又は機器 

ＰＳ－３ 

異常状態の起因事象とな
るものであってＰＳ－
１、ＰＳ－２以外の構築
物、系統及び機器 

１次冷却材を内蔵す
る機能（ＰＳ－１以

外のもの） 

① １次ナトリウム純化系のうち、１次冷却材を内蔵しているか、
又は内蔵し得る容器・配管・ポンプ・弁（ただし、計装等の小口
径のものを除く。）

－ 

② １次オーバフロー系のうち、１次冷却材を内蔵しているか、又
は内蔵し得る容器・配管・ポンプ・弁（ただし、計装等の小口径
のものを除く。）

－ 

③ １次ナトリウム充填・ドレン系のうち、１次冷却材を内蔵して
いるか、又は内蔵し得る容器・配管・弁（ただし、ＰＳ－１に属
するもの及び計装等の小口径のものを除く。）

－ 

２次冷却材を内蔵す
る機能（通常運転時
の炉心の冷却に関連

するもの） 

① ２次主冷却系、２次補
助冷却系、２次ナトリウ
ム純化系及び２次ナトリ
ウム充填・ドレン系

1）冷却材バウンダリに属する容器・
配管・ポンプ・弁（ただし、計装等
の小口径のものを除く。）

〇 

－ 
(左記の本体は、不燃性材料(鉄鋼又は金属板)で構成される。
したがって、火災によってその機能が影響を受けることはな
い。また、左記のうち、冷却材バウンダリの境界となる弁の一
部は、フェイルクローズ設計であることから、火災によってそ
の機能が影響を受けることはない。冷却材バウンダリに属す
る主要な機器の構造等を添付 5に示す。) 

放射性物質の 
貯蔵機能 

① 液体廃棄物処理設備 － 
② 固体廃棄物処理設備 － 

通常運転時の冷却材
の循環機能 

① １次主冷却系
1）１次主循環ポンプ

ⅰ）１次主循環ポンプ本体（循環機能） 〇 

－ 
(左記は、不燃性材料(鉄鋼又は金属板)で構成される。また、
左記を設置する原子炉冷却材バウンダリ内では、火災が発生
するおそれはない。したがって、火災によってその機能が影響
を受けることはない。) 

ⅱ）主電動機 － 
② ２次主冷却系
1）２次主循環ポンプ

ⅰ）２次主循環ポンプ本体（循環機能） － 
ⅱ）電動機 － 

通常運転時の最終 
ヒートシンクへの

熱輸送機能

① ２次主冷却系
1）主送風機

ⅰ）電動機 － 

ⅱ）電磁ブレーキ － 

電源供給機能（非常
用を除く。） 

① 一般電源系（受電エリア） － 

プラント計測・制御
機能（安全保護機能

を除く。） 

① 原子炉冷却材温度制御系（関連するプロセス計装及び制御用圧
縮空気供給設備を含む。）

〇 
〇 

(原子炉冷却材温度制御系の構造等を添付 6に示す。) 

※1：原子炉の安全停止に係る機器等に対して、個別に火災による機能への影響を考慮し、図るべき火災防護対策を評価した結果を別添 1-2-2【後日提示】に示す。
※2：火災防護基準による三方策をそれぞれ考慮することを基本とする。
※3：火災防護基準による三方策を組み合せることを基本とする。
※4：消防法、建築基準法等、設備に応じた対策を講じる。
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第 1表 原子炉の安全停止に係る機器等に対する火災による機能への影響の概要（6/6） 

 

安全機能の重要度分類 原子炉の安全停止 
に係る機器等 

(〇：該当、－：非該当) 

火災による機能影響の概要 
(可能性あり※1：〇※2／△※3、可能性なし：－※4) 分類 定義 機能 構築物、系統又は機器 

ＰＳ－３ 

原子炉冷却材中放射性物
質濃度を通常運転に支障
のない程度に低く抑える
構築物、系統及び機器 

核分裂生成物の原子
炉冷却材中への放散

防止機能 
① 炉心構成要素 

1）炉心燃料集合体 
 ⅰ）被覆管 

－  

2）照射燃料集合体 
 ⅰ）被覆管 

－  

ＭＳ－３ 

運転時の異常な過渡変化
があってもＭＳ－１、Ｍ
Ｓ－２とあいまって、事
象を緩和する構築物、系
統及び機器 

制御室外からの安全
停止機能 

① 中央制御室外原子炉停止盤（安全停止に関連するもの） 〇 
－ 

(左記は、フェイルセーフ設計であることから、火災によって
その機能が影響を受けることはない。) 

燃料プール水の補給
機能 

① 原子炉附属建物使用済
燃料貯蔵設備 

1）水冷却浄化設備（ＭＳ－２に属す
るものを除く。） 

－  

② 第一使用済燃料貯蔵建
物使用済燃料貯蔵設備 

1）水冷却浄化設備（ＭＳ－２に属す
るものを除く。） 

－  

③ 第二使用済燃料貯蔵建
物使用済燃料貯蔵設備 

1）水冷却浄化設備（ＭＳ－２に属す
るものを除く。） 

－  

出力上昇の抑制機能 ① インターロック系 1）制御棒引抜きインターロック系 －  

異常状態への対応上必要
な構築物、系統及び機器 

緊急時対策上重要な
もの及び異常状態の

把握機能 

① 事故時監視計器（ＭＳ－２に属するものを除く。） 〇 

〇(核計装及び原子炉出入口冷却材温度)／ 
△（１次・２次主冷却系冷却材流量) 

(１次・２次主冷却系冷却材流量に係るプロセス計装は、原子
炉出入口冷却材温度によりその機能を代替でき、火災によっ
てその機能が影響を受けることはない。これらについては、火
災防護基準による三方策を組み合せる。事故時監視計器（ＭＳ
－２に属するものを除く。）の構造等を添付 7に示す。) 

② 放射線管理施設（ＭＳ－２に属するものを除く。） －  
③ 通信連絡設備 －  
④ 消火設備 －  
⑤ 安全避難通路 －  
⑥ 非常用照明 －  

※1：原子炉の安全停止に係る機器等に対して、個別に火災による機能への影響を考慮し、図るべき火災防護対策を評価した結果を別添 1-2-2【後日提示】に示す。 
※2：火災防護基準による三方策をそれぞれ考慮することを基本とする。 
※3：火災防護基準による三方策を組み合せることを基本とする。 
※4：消防法、建築基準法等、設備に応じた対策を講じる。 

 

[26]



8条-別紙 2-別添 1-2-1-添付 1-1 

 

添付 1 

原子炉冷却材バウンダリに属する主要な機器の構造等 

 

1. 概要 

原子炉冷却材バウンダリ＊1に属する主要な機器の構造等について示す。 

＊1：原子炉冷却材バウンダリとは、運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故時において冷却材

障壁を形成するもので、かつ、それが破壊することにより一次冷却材漏えい事故となる部分

をいう。 

 

2. 原子炉冷却材バウンダリに属する機器 

原子炉冷却材バウンダリには、１次主冷却系、１次補助冷却系及び１次ナトリウム充填・ドレン

系の一部が該当する。原子炉冷却材バウンダリの概要を第 2.1図に示す。 

 

3. 原子炉冷却材バウンダリに属する機器の構造 

原子炉冷却材バウンダリに属する機器のうち、以下の機器の構造を示す。 

・ １次主循環ポンプ（第 3.1図） 

・ １次補助冷却系の循環ポンプ（第 3.2図） 

・ 主中間熱交換器（第 3.3図） 

・ オーバフローカラム（第 3.4図） 

・ １次主冷却系の逆止弁（第 3.5図） 

・ １次主冷却系圧力計止弁（第 3.6図） 

第 3.1 図から第 3.6 図に示すとおり、冷却材障壁を形成する部分は、不燃性材料（鉄鋼又は金属

板）で構成される。 

したがって、こられの機器について、火災によって原子炉冷却材バウンダリ機能が影響を受ける

ことはない。 

 

4. 原子炉冷却材バウンダリの境界となる弁 

原子炉冷却材バウンダリの境界を構成する弁には、「① １次主・補助冷却系と１次ナトリウム充

填・ドレン系の弁（手動弁）」、「② １次主・補助冷却系の圧力計の止弁（手動弁）」、「③ １次補

助冷却系と１次アルゴンガス系の弁（電動弁）」が該当する。 

①及び②については、手動弁であり、本体は不燃性材料（鉄鋼又は金属板）で構成され、原子炉

運転中、窒素雰囲気で維持する格納容器（床下）に設置される。 

③については、通常運転時及び原子炉停止時ともに「閉」の電動弁であり、関連するケーブルが

火災により損傷した場合にあっても「閉」状態が維持される。 

また、本体は不燃性材料（鉄鋼又は金属板）で構成され、原子炉運転中、窒素雰囲気で維持する

格納容器（床下）に設置される。 

以上より、①～③について、火災によって原子炉冷却材バウンダリ機能が影響を受けることはな

い。 
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なお、これらの弁は、フレキシブルシャフトにより延長することによって、格納容器（床下）とは別

の場所で操作することができる。 
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ポンプオーバ
フローカラムA

TK31.1-1A

Na供給系

V35.1-14

M M

V35 1-16

2次主冷却系ﾖﾘ

管側ドレン

2次主冷却系へ

V32.1-1

オーバフロータンク
TK33-1

１次冷却材ダンプタンクB

TK35.1-1B

V35.1-13

V35.1-4

原子炉格納容器外
V32.1-2

V31 1- B V31 1-1A

V35.1-7

V35.1-5 V34.1-2

V34.1-3

V35.1-6

V35.1-24

E

V34.1-33

PL

V34.1-12

E

V35.1-23自動連続式ﾌ゚ ﾗｷ゙ ﾝｸ゙計

V34.1-103

M

M

V34.1-104

1次コールドトラップ
エコノマイザ
E34.1-1

V34.1-4A

V34.1-5A

V34.1 5B

V34.1-4B

1次コールドトラップB
CT34.1- B

1次主冷却系循環ポンプB

ベーパートラップ

VT36.1-2B

1次主冷却系循環ポンプA

ベーパートラップ

VT36.1-2A

原子炉容器ベーパートラップ
VT36.1-1

ﾍﾞｰﾊﾟｰﾄﾗｯﾌﾟ

FFD室

FFD

検出器

V32.1-3

ポンプオーバ
フローカラムB

TK31.1-1B

主中間熱交換器B
HX31.1-1B

１次主循環ポンプB
P31.1-1B

主中間熱交換器A
HX31.1-1A

１次主循環ポンプA
P31.1-1A

補助中間熱交換器

HX32.1-1

１次補助冷却系循環ポンプ

EP32.1-1

１次冷却材ダンプタンクA
TK35.1-1A

1次オーバフロータンク
ベーパートラップ

VT36.1-3

原子炉容器
R13-1

安全容器
TK83-1

1次ナトリウム純化系

サンプリング装置

SP34.1-1

1次プラギング計エコノマイザ
E34.1-2

1次プラギング計
PL34.1-1

セシウムトラップ
Cs34.1-1

PO32.1
-1B

PO32.1
-1A

V34.1-6

１次ナトリウム純化系電磁ポンプ

EP34.1-1

１次オーバフロー系電磁ポンプ
EP33-1

SP

充填ドレン系

2次補助冷却系

2次補助冷却系

管側ドレン

2次主冷却系へ

2次主冷却系ﾖﾘ

1次コールドトラップA

CT34.1-1A

1次Na充鎮ドレン系

１次主循環ポンプB
ポニーモータ

PM31.1-1B

PL34.1-2

１次主循環ポンプA
ポニーモータ

PM31.1-1A

呼吸ガ 圧力調整ヘッダ

呼吸ガス圧力調整ヘッダ

呼吸ガ 圧力調整ヘッダ

オーバフロータンク

呼吸ガス圧力調整ヘッダ
呼吸ガ 圧力調整ヘッダ

呼吸ガス圧力調整ヘッダ

赤線：原子炉冷却材バウンダリ

V31.1-80B
V31.1-80A

①

①
①

①

①

③

②

②

V32.1-80

②

①：原子炉冷却材バウンダリを構成する１次ナトリウム充填・ドレン系の弁（手動弁）

②：原子炉冷却材バウンダリを構成する１次主・補助冷却系の圧力計の止弁（手動弁）

③：原子炉冷却材バウンダリを構成する１次補助冷却系の弁（電動弁）

P

P
P

第 2.1図 原子炉冷却材バウンダリの概要 
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1
吸込ノズル1

吐出ノズル2

インペラ

11

3

4

5

6

7

8

9

10

ナトリウムベアリング

アウターケーシング

インナーケーシング

シャフト

熱遮へい板

オーバフローノズル

Ａｒガスノズル

上部軸封部

Ｎａ

Ｎａ

Ｎａ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1200φ

780φ

1346φ

【原子炉冷却材バウンダリ機能】
１次主循環ポンプにおいて原子炉冷却材バウンダリ機能を有するのは、１次冷却材と接液
し、外部との境界となる図中の①、②及び⑥である。
これらは、不燃性材料（鉄鋼又は金属板）で構成され、また、格納容器（床下）に設置さ
れる。

【１次冷却材漏えい量の低減機能】
１次主循環ポンプにおいて１次冷却材漏えい量の低減機能を有するのは、リークジャケッ
ト（図中の朱書き部）である。
リークジャケットは、不燃性材料（鉄鋼又は金属板）で構成され、また、格納容器（床
下）に設置される。

【通常運転時の冷却材の循環機能】
１次主循環ポンプにおいて通常運転時の冷却材の循環機能を有するのは、③、④及び⑦で
ある。
これらは、不燃性材料（鉄鋼又は金属板）で構成され、また、原子炉冷却材バウンダリ内
に設置される。

第 3.1図 １次主循環ポンプ 

[30]



8
条
-別

紙
2-別

添
1-2-1-添

付
1-5 

 

   

 

 
 

ポンプダク ト
誘導電流

ポンプ駆動力

磁 束

F

F

Ｉ

Ｉ

φ

φ

液
流
方
向

磁界，移動方向

コイル積層鉄心

スロ ッ ト

磁束分布(φ)

リークジャケット

【原子炉冷却材バウンダリ機能】
１次補助冷却系の循環ポンプにおいて原子炉冷却材バウンダリ機能を有するのは、１次冷却材と接液し、外部との境界となる図中のポン
プダクトである。
これらは、不燃性材料（鉄鋼又は金属板）で構成され、また、格納容器（床下）に設置される。

【１次冷却材漏えい量の低減機能】
１次補助冷却系の循環ポンプにおいて１次冷却材漏えい量の低減機能を有するのは、リークジャケット（図中の朱書き部）である。
リークジャケットは、不燃性材料（鉄鋼又は金属板）で構成され、また、格納容器（床下）に設置される。

第 3.2図 １次補助冷却系の循環ポンプ 
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Na

Na

Na

Na

Na level

1

3

2

5

4

6

7

8 9

１ １次ナトリウム入口ノズル

２ １次ナトリウム出口ノズル

３ ２次側下部プレナム ８ ２次ナトリウム入口ノズル

９ ２次ナトリウム出口ノズル

７ ２次側上部プレナム

４ 内側シュラウド

５ 外側シュラウド

６ 内 胴 窓

１次側胴板

１次側鏡板

【原子炉冷却材バウンダリ機能】
主中間熱交換器において原子炉冷却材バウンダリ機能を有するのは、１次冷却材と接液し、
外部との境界となる図中の①、②、１次側胴板及び１次側鏡板である。
これらは、不燃性材料（鉄鋼又は金属板）で構成され、また、格納容器（床下）に設置さ
れる。

【１次冷却材漏えい量の低減機能】
主中間熱交換器において１次冷却材漏えい量の低減機能を有するのは、リークジャケット
（図中の朱書き部）である。
リークジャケットは、不燃性材料（鉄鋼又は金属板）で構成され、また、格納容器（床
下）に設置される。

第 3.3図 主中間熱交換器 
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10

ポンプオーバフローノズル１

サイフォンブレーク戻りノズル２

カラム出口ノズル３

カバーガス出口ノズル４

ベーパトラップ戻りノズル５

液面計６

液面計保護管７

バッフル板８

内筒９

ボルテックスブレーカ10

ベローズ11

11

3

1

2

2

6

6

6

5

5

1

7

8

9

4
4

Φ500

Φ560

GL－8600

GL－7050

GL－6300

ＡＡ

Ａ－Ａ断面図

通常運転時

通常運転時

カラム内液面

内筒内液面

GL－5800

GL－5600

内胴体

【原子炉冷却材バウンダリ機能】
オーバフローカラムにおいて原子炉冷却材バウンダリ機能
を有するのは、１次冷却材と接液し、外部との境界となる
図中の①、②、③及び内胴体である。
これらは、不燃性材料（鉄鋼又は金属板）で構成され、ま
た、格納容器（床下）に設置される。

【１次冷却材漏えい量の低減機能】
オーバフローカラムにおいて１次冷却材漏えい量の低減機
能を有するのは、リークジャケット（図中の朱書き部）で
ある。
リークジャケットは、不燃性材料（鉄鋼又は金属板）で構
成され、また、格納容器（床下）に設置される。

第 3.4図 オーバフローカラム 
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⑧弁箱

⑦リークジャケッ ト

⑥漏えい検出器用座
⑤弁体

③ストッパー

①弁カバー

④スイングアーム

②アームロッド

【原子炉冷却材バウンダリ機能】
１次主冷却系の逆止弁において原子炉冷却材バウンダリ機能を有するのは、１次冷却材と接液し、外部との境界となる図中①及び⑧であ
る。
これらは、不燃性材料（鉄鋼又は金属板）で構成され、また、格納容器（床下）に設置される。

【１次冷却材漏えい量の低減機能】
１次主冷却系の逆止弁において１次冷却材漏えい量の低減機能を有するのは、リークジャケット（図中の朱書き部）である。
リークジャケットは、不燃性材料（鉄鋼又は金属板）で構成され、また、格納容器（床下）に設置される。

第 3.5図 １次主冷却系の逆止弁 

[34]



8
条
-別

紙
2-別

添
1-2-1-添

付
1-9 

 

   

 
 

 

【原子炉冷却材バウンダリ機能】
１次主冷却系圧力計止弁において原子炉冷却材バウンダ
リ機能を有するのは、１次冷却材と接液し、外部との境
界となる図中の①、②、⑥、⑧、⑨、⑩及び⑪である。
これらは、不燃性材料（鉄鋼又は金属板）で構成され、
また、格納容器（床下）に設置される。

【１次冷却材漏えい量の低減機能】
１次主冷却系圧力計止弁において１次冷却材漏えい量の
低減機能を有するのは、リークジャケット（図中の朱書
き部）である。
リークジャケットは、不燃性材料（鉄鋼又は金属板）で
構成され、また、格納容器（床下）に設置される。

※：１次主冷却系圧力計止弁以外の原子炉冷却材バウンダ
リに属する弁は、同様の構造を有する。

※：冷却材（ナトリウム）を内包する弁は、パッキン類等
の接液する部分も不燃性材料（鉄鋼又は金属板）で構成
される。

※：１次冷却材の圧力計の概念図を第3.7図に示す。

第 3.6図 １次主冷却系圧力計止弁 
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第 3.7図 １次冷却材の圧力計の概念図 

 

測定流体
（ １次冷却材）

接液ダイアフラム
（ステンレス鋼）

封入液（ N a K ）

2次保護ダイアフラム
（ステンレス鋼）

封入液（N a K ）

保護管

ブルドン管
（ステンレス鋼）

止弁

導圧管（ 1 B ）
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添付 2 

制御棒駆動機構の構造等 

 

1. 概要 

制御棒駆動機構の構造等について示す。 

 

2. 制御棒駆動機構の構造等 

制御棒駆動機構は、制御棒駆動機構上部案内管と組み合せて、通常運転時において炉心の直上に

位置する炉心上部機構に設置される。制御棒駆動機構の概要を第 2.1図に示す。 

炉心上部機構の制御棒駆動機構のケーシング内には、駆動電動機が収納されており、火災によっ

て、駆動電動機が損傷した場合、炉心の反応度（原子炉の出力）を制御するために使用する機能（ボ

ールナットスクリュ方式）を喪失するおそれがある。この場合においても、制御棒保持電磁石の励

磁を切ることにより、自重及びスプリングにより制御棒を炉心に落下・挿入する原子炉スクラムに

必要な機能（バネ加速重力落下方式）を喪失することはない。 

また、制御棒駆動機構の制御棒保持電磁石のケーブルが火災によって損傷した場合、制御棒は、

自重及びスプリングにより制御棒を炉心に落下・挿入される。 

以上より、制御棒駆動機構について、火災によって原子炉の緊急停止機能が影響を受けることは

ない。 
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第 2.1図 制御棒駆動機構の概要 

駆動モータ（駆動電動機）

位置検出器

駆 動 部

ラッチ検出機構

保持電磁石

デラッチスプリング

ロードセル

アルゴンガス供給口

炉心上部機構

生体遮へい

上部案内管

外側延長管 (外側ｴｸ ｽ ﾃ ﾝ ｼ ｮ ﾝ ﾛ ｯ ﾄ ﾞ )

ストロークベローズ

ラッチベローズ

内側延長管 (内側ｴｸ ｽ ﾃ ﾝ ｼ ｮ ﾝ ﾛ ｯ ﾄ ﾞ )

ナトリウム液面

高圧プレナム

低圧プレナム

エントランスノズル

ダッシュポット

炉心支持板

下部案内管

制 御 棒

ラッチ機構

加 速 管

上部案内管

ダンピングスプリング

スクラム時間検出装置

加速スプリング
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添付 3 

１次予熱窒素ガス系仕切弁の構造等 

 

1. 概要 

１次予熱窒素ガス系の仕切弁の構造等について示す。 

 

2. １次予熱窒素ガス系仕切弁の構造等 

１次予熱窒素ガス系の仕切弁は、原子炉冷却材バウンダリの破損が生じた場合にあっても、ナト

リウムの漏えい拡大を防止し、１次冷却材の液位を必要な高さに保持できるよう、原子炉冷却材バ

ウンダリを構成する１次主冷却系、１次補助冷却系の配管及び機器の二重構造の間隙に接続される

窒素ガス通気用の配管に設置されるものである。１次予熱窒素ガス系の仕切弁の概要を第 2.1 図に

示す。 

１次予熱窒素ガス系の仕切弁は、通常運転時及び機能要求時（１次冷却材漏えい時）ともに「閉」

の電動弁であり、関連するケーブルが火災により損傷した場合にあっても「閉」状態が維持される。 

また、本体（パッキン類を含む。）は不燃性材料（鉄鋼又は金属板）で構成され、原子炉運転中、

窒素雰囲気で維持する格納容器（床下）に設置される。 

以上より、１次予熱窒素ガス系の仕切弁について、火災によって１次冷却材漏えい量の低減機能

が影響を受けることはない。 

なお、当該弁は、フレキシブルシャフトにより延長することによって、格納容器（床下）とは別

の場所で操作することもできる。 

  

[39]



8条-別紙 2-別添 1-2-1-添付 3-2 

 

 

 

 

第 2.1図 １次予熱窒素ガス系の仕切弁の概要 
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添付 4 

原子炉保護系(スクラム)及び関連する計装の構造等 

 

1. 概要 

原子炉保護系（スクラム）及び関連する計装の構造等について示す。 

 

2. 原子炉保護系（スクラム）の構造等 

安全保護回路のうち、原子炉保護系（スクラム）は、論理回路、補助継電器回路、制御棒保持電

磁石電源装置及び後備炉停止制御棒保持電磁石電源装置から構成される。 

関連する計装において作動設定値を超える信号を検出し、論理回路においてスクラム信号が発生

した場合には、制御棒保持電磁石電源装置及び後備炉停止制御棒保持電磁石電源装置からの保持電

磁石電流を遮断し、制御棒及び後備炉停止制御棒を切り離すことで、原子炉は停止される。 

論理回路又は補助継電器盤及びこれらに関連するケーブルが火災によって損傷した場合、リレー

が無励磁となり制御棒保持電磁石電源装置及び後備炉停止制御棒保持電磁石電源装置からの保持電

磁石電流が遮断、制御棒及び後備炉停止制御棒が切り離され、原子炉は停止する。 

制御棒保持電磁石電源装置又は後備炉停止制御棒保持電磁石電源装置及びこれらに関連するケー

ブルが火災によって損傷した場合、制御棒保持電磁石電源装置及び後備炉停止制御棒保持電磁石電

源装置からの保持電磁石電流が遮断、制御棒及び後備炉停止制御棒が切り離され、原子炉は停止す

る。 

論理回路、補助継電器回路、制御棒保持電磁石電源装置及び後備炉停止制御棒保持電磁石電源装

置に対する火災防護対策は、早期の火災感知及び消火を行うことにより火災の影響を限定できるよ

うに、火災防護基準による火災の感知及び消火を行うものとする。 

 

3. 関連する計装の構造等 

原子炉の安全停止に関連する計装としては、一般火災により発生するおそれがある運転時の異常

な過渡変化又は設計基準事故の起因となる異常状態、１次冷却材漏えい事故及び２次冷却材漏えい

事故に対応する以下の原子炉トリップ信号に関連する計装である。 

・ 中性子束高（出力領域） 

・ １次冷却材流量低 

・ ２次冷却材流量低 

・ 電源喪失 

・ 原子炉入口冷却材温度高 

・ 炉内ナトリウム液面低 

関連する計装を除く計装の構造等を以下に示す。 

中性子束高（出力領域）を除く計装について、（2）～（6）に対する火災防護対策は、早期の火災

感知及び消火を行うことにより火災の影響を限定できるように、火災防護基準による火災の感知及

び消火を行うものとする。 
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（1）中性子束高（出力領域） 

中性子束高（出力領域）に関連する計装については、原子炉の安全停止状態の監視の観点を含め、

火災防護基準による三方策をそれぞれ考慮する。 

（2）１次冷却材流量低 

１次冷却材流量低に関連する計装は、１次主冷却系冷却材流量計である。１次主冷却系冷却材流

量計において１次冷却材流量低の原子炉保護系作動設定値に達した場合には、論理回路において

スクラム信号が発信される。

１次主冷却系冷却材流量計及び関連するケーブルが火災によって損傷しスケールアウトすると

論理回路においてスクラム信号が発信される。 

なお、１次主冷却系冷却材流量計は、原子炉の安全停止状態を監視する観点でも原子炉の安全停

止に係る機器等として抽出しており、これについて、添付 7に示す。 

（3）２次冷却材流量低 

２次冷却材流量低に関連する計装は、２次主冷却系冷却材流量計である。２次主冷却系冷却材流

量計において２次冷却材流量低の原子炉保護系作動設定値に達した場合には、論理回路において

スクラム信号が発信される。

２次主冷却系冷却材流量計及び関連するケーブルが火災によって損傷しスケールアウトすると

論理回路においてスクラム信号が発信される。 

なお、２次主冷却系冷却材流量計は、原子炉の安全停止状態を監視する観点でも原子炉の安全停

止に係る機器等として抽出しており、これについて、添付 7に示す。 

（4）電源喪失 

電源喪失に関連する計装は、一般系電源（1A又は 1B母線）の交流不足電圧継電器である。一般

系電源（1A又は 1B母線）が喪失し、交流不足電圧継電器が作動した場合には、論理回路において

スクラム信号が発信される。

交流不足電圧継電器及び関連するケーブルが火災によって損傷した場合、リレーが無励磁とな

り論理回路においてスクラム信号が発信される。 

（5）原子炉入口冷却材温度高 

原子炉入口冷却材温度高に関連する計装は、原子炉入口冷却材温度計である。原子炉入口冷却材

温度計において原子炉入口冷却材温度高の原子炉保護系作動設定値に達した場合には、論理回路

においてスクラム信号が発信される。 

原子炉入口冷却材温度計及び関連するケーブルが火災によって損傷しスケールアウト（バーン

アウト検出回路により信号は温度高側に振り切れる。）すると論理回路においてスクラム信号が発

信される。 
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（6）炉内ナトリウム液面低 

炉内ナトリウム液面低に関連する計装は、炉内ナトリウム液面計である。炉内ナトリウム液面計

において炉内ナトリウム液面低の原子炉保護系作動設定値に達した場合には、論理回路において

スクラム信号が発信される。 

炉内ナトリウム液面計及び関連するケーブルが火災によって損傷しスケールアウトすると論理

回路においてスクラム信号が発信される。 
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添付 5 

冷却材バウンダリに属する主要な機器の構造等 

 

1. 概要 

冷却材バウンダリに属する主要な機器の構造等について示す。 

 

2. 原子炉保護系（スクラム）の構造等 

冷却材バウンダリには、２次主冷却系並びに２次補助冷却系、２次ナトリウム純化系及び２次ナ

トリウム充填・ドレン系の一部が該当する。冷却材バウンダリの概要を第 2.1図に示す。 

 

3. 冷却材バウンダリに属する機器の構造等 

冷却材バウンダリに属する機器は、二重構造を有していないことを除き、原子炉冷却材バウンダ

リを構成する機器と同様に、不燃性材料（鉄鋼又は金属板）で構成される。 

したがって、冷却材バウンダリに属する機器について、火災によって冷却材バウンダリ機能が影

響を受けることはない。 

 

4. 冷却材バウンダリの境界となる弁 

冷却材バウンダリの境界となる弁には、「① ２次主冷却系と２次ナトリウム充填・ドレン系の弁

（手動弁）」、「② ２次主冷却系と２次ナトリウム純化系の弁（空気作動弁）」、「③ ２次主冷却系

と２次補助冷却系の弁（空気作動弁）」が該当する。 

①については、通常運転時及び原子炉停止時ともに「閉」の手動弁であり、また、本体は不燃性

材料（鉄鋼又は金属板）で構成される。 

②及び③については、火災によって関連するケーブル等が損傷した場合、フェイルクローズ設計

であり、また、本体は不燃性材料（鉄鋼又は金属板）で構成される。 

以上より、①～③について、火災によって冷却材バウンダリ機能が影響を受けることはない。 
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第 2.1図 冷却材バウンダリの概要 

 

[45]



8条-別紙 2-別添 1-2-1-添付 6-1 

 

添付 6 

原子炉冷却材温度制御系の構造等 

 

1. 概要 

原子炉冷却材温度制御系の構造等について示す。 

 

2. 原子炉冷却材温度制御系の構造等 

原子炉がスクラムした場合、主冷却機のインレットベーン（空気作動ベーン）が「全閉」、入口ダ

ンパ（空気作動ダンパ）が「全開」となる。その後の、原子炉冷却材温度は、原子炉冷却材温度制

御系の空気流量調節器が主冷却器出口冷却材温度の信号を受けて、インレットベーンを自動で調整

（0～9.5％の開度で調整（ほぼ全閉状態））し、空気流量を変化させて制御する。原子炉冷却材温度

制御系の概要を第 2.1図に、原子炉冷却材温度制御系に係る圧縮空気供給設備の概要を第 2.2 図に

示す。 

原子炉冷却材温度制御系は、火災防護基準による三方策のそれぞれを考慮する。 

なお、4 基の主冷却機の原子炉冷却材温度制御系の空気流量調節器が火災によってその機能を同

時に喪失した場合、原子炉冷却材温度制御系の機能は、運転員が現場のインレットベーンドライブ

ユニットを手動操作することで代替できる。原子炉スクラム時における２次主冷却系は、自然循環

状態にあり、その流量が低いことから、温度制御は緩慢に実施する（数分～数十分に 1回程度）。 
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第 2.1図 原子炉冷却材温度制御系の概要 

 

第 2.2図 原子炉冷却材温度制御系に係る圧縮空気供給設備の概要 

圧縮機
（3基）

空気貯蔵
タンク
（2基）

主冷却系アキュム
レータタンクA

主冷却系アキュム
レータタンクB

補助冷却系アキュム
レータタンク 等

ドライブユニット
（インレットベーン1A）

ドライブユニット
（入口ダンパ1A）

ドライブユニット
（インレットベーン2A）

ドライブユニット
（入口ダンパ2A）

ドライブユニット
（インレットベーン1B）

ドライブユニット
（入口ダンパ1B）

ドライブユニット
（インレットベーン2B）

ドライブユニット
（入口ダンパ2B）

赤線：圧縮空気供給設備のうち、
原子炉冷却材温度制御に使用するため3方策を講じる範囲
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添付 7 

事故時監視計器（ＭＳ－２に属するものを除く。）の構造等 

 

1. 概要 

原子炉の安全停止状態の監視に係る以下の事故時監視計器の構造等について示す。 

・ 核計装（線形出力系） 

・ 原子炉入口冷却材温度 

・ 原子炉出口冷却材温度 

・ １次主冷却系冷却材流量 

・ ２次主冷却系冷却材流量 

 

2. 事故時監視計器の構造等 

（1）核計装（線形出力系） 

核計装（線形出力系）は、火災防護基準による三方策のそれぞれを考慮する。 

なお、線形出力系により原子炉が停止したこと及び原子炉の停止状態が維持されていることが

確認できる。 

 

（2）原子炉入口冷却材温度及び原子炉出口冷却材温度 

原子炉入口冷却材温度及び原子炉出口冷却材温度に係るプロセス計装は、火災防護基準による

三方策のそれぞれを考慮する。 

ただし、火災の発生防止（ケーブルの難燃化）については、以下により格納容器（床下）を除く

部分を対象とする。 

・ 原子炉入口冷却材温度及び原子炉出口冷却材温度の検出器は、K（CA）熱電対であり、当該

検出器のケーブルに印加される電圧は、起電力によるもので低く（約 20mV）設定されており、

火災の発生するおそれが小さいこと 

・ 格納容器（床下）は、原子炉運転中に窒素雰囲気で維持するため、火災の発生を防止できる

こと 

 

（3）１次主冷却系冷却材流量及び２次主冷却系冷却材流量 

原子炉停止後、１次主冷却系は強制循環（１次主循環ポンプポニーモータを使用）、２次主冷却

系は自然循環となる。 

１次主冷却系冷却材流量及び２次主冷却系冷却材流量の検出器は、鞍型空心コイル式電磁流量

計である。当該電磁流量計の較正は、系統から取り外して行う必要があるが、電磁流量計は、冷却

材のバウンダリを形成しているため、取り外しが困難である。 

主冷却系冷却材流量に異常がないことは、原子炉出入口冷却材温度により監視することができ

る。このため、万一、１次主冷却系冷却材流量及び２次主冷却系冷却材流量の計測が不能となった

場合でも、主冷却系冷却材流量は、上述のとおり火災防護基準による三方策のそれぞれを考慮する

原子炉出入口冷却材温度により１次主循環ポンプポニーモータによる強制循環状態にあることを
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監視することが可能である。２次主冷却系冷却材流量については、原子炉スクラム後、２次主冷却

系は自然循環状態となるため、自然循環の状態を監視するものとなる。自然循環は、原子炉の温度

により変動し、崩壊熱の除熱不足が生じた場合、その変動は、上述のとおり火災防護基準による三

方策のそれぞれを考慮する原子炉出入口冷却材温度を監視することで可能であること、また、何ら

かの変動をきっかけに、運転員の操作を行うものではない。 

なお、１次主冷却系冷却材流量の検出器及びケーブルの一部は、原子炉運転中、窒素雰囲気で維

持し火災の発生するおそれのない格納容器（床下）に設置され、また、格納容器（床下）において

Aループと Bループ用で異なる火災区画に設置している。 

１次主冷却系冷却材流量及び２次主冷却系冷却材流量に対する火災防護対策は、早期の火災感

知及び消火を行うことにより火災の影響を限定できるように、火災防護基準による火災の感知及

び消火を行うものとする。 

 

3. 核計装（線形出力系）による原子炉停止及び原子炉停止状態維持の確認 

原子炉施設には、炉心の中性子束密度を監視するため、核計装として、起動系、中間出力系及び

線形出力系の 3系統を設けている。 

原子炉の定格出力運転から原子炉を停止＊1 した場合、原子炉が停止したこと及び原子炉の停止

状態が維持されていることは核計装（線形出力系）により確認できる。 

核計装（起動系）及び核計装（中間出力系）は、原子炉停止時において、以下のように運用する

ものであり、監視計器として使用する用途はない。なお、起動時の事故に係る安全解析においても、

これらによる原子炉トリップ信号には期待しておらず、核計装（線形出力系）の原子炉トリップ信

号を使用している。 

・ 核計装（起動系）及び核計装（中間出力系）は、原子炉運転中において、炉心中心高さから

引き抜いた状態にあり、監視計器として使用していない。 

・ 原子炉スクラム後、原子炉冷却材温度が約 300℃～約 350℃で安定したことを確認して、低

温停止状態（約 250℃）に移行するための降温操作を行う。その際には、原子炉運転モードを

「高出力」から「停止」＊2に切り替える。核計装（起動系）は、「停止」に切り替えるタイミ

ングで、当該モードにおける所定の位置である炉心中心高さに挿入する運用としている。ただ

し、原子炉の停止は、核計装（線形出力系）の指示値低下により判断されており、これまでの

運転において、核計装（起動系）を監視計器としたことはない。 

＊1： 火災が発生し、これを検知した場合において、原子炉を停止する（手動スクラム）。 

＊2： 停止モードは、原子炉停止中に使用されるものであり、全ての制御棒保持電磁石及び

後備炉停止制御棒保持電磁石の励磁回路を遮断するため、全ての制御棒及び後備炉停止制

御棒は、制御棒駆動系及び後備炉停止制御棒駆動系と切り離された状態となる。 
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別添 1-3-1 

放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等に対する火災による機能への影響 

安全機能の重要度分類から抽出した放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等に対する火災に

よる機能への影響の概要を第 1表に示す。 
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第 1表 放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等に対する火災による機能への影響の概要（1/7） 

 

安全機能の重要度分類 放射性物質の貯蔵又
は閉じ込めに係る 

機器等 
(〇：該当、－：非該当) 

火災による機能影響の概要 
(可能性あり※1：〇※2／△※3、可能性なし：－※4) 分類 定義 機能 構築物、系統又は機器 

ＰＳ－１ 

その損傷又は故障により
発生する事象によって燃
料の多量の破損を引き起
こすおそれがあり、敷地
外への著しい放射性物質
の放出のおそれのある構
築物、系統及び機器 

原子炉冷却材 
バウンダリ機能 

① 原子炉容器 1）本体 －  
② １次主冷却系、１次補
助冷却系及び１次ナトリ
ウム充填・ドレン系 

2）原子炉冷却材バウンダリに属する
容器・配管・ポンプ・弁（ただし、
計装等の小口径のものを除く。） 

－  

炉心形状の維持機能 

① 炉心支持構造物 
1）炉心支持板 －  
2）支持構造物 －  

② 炉心バレル構造物 1）バレル構造体 －  

③ 炉心構成要素 

1）炉心燃料集合体 －  
2）照射燃料集合体 －  
3）内側反射体 －  
4）外側反射体（Ａ） －  
5）材料照射用反射体 －  
6）遮へい集合体 －  
7）計測線付実験装置 －  
8）照射用実験装置 －  

ＭＳ－１ 

異常状態発生時に、敷地
周辺公衆への過度の放射
線の影響を防止する構築
物、系統及び機器 

原子炉の緊急停止及
び未臨界維持機能＊1 

① 制御棒 －  

② 制御棒駆動系 
1）駆動機構 －  
2）上部案内管 －  
3）下部案内管 －  

③ 後備炉停止制御棒 －  

④ 後備炉停止制御棒駆動
系 

1）駆動機構 －  
2）上部案内管 －  
3）下部案内管 －  

１次冷却材漏えい量
の低減機能＊2 

① 原子炉容器 1）リークジャケット －  
② １次主冷却系、１次補助冷却系及び１次ナトリウム充填・ドレ
ン系のうち、原子炉冷却材バウンダリに属する容器・配管・ポン
プ・弁の配管（外側）又はリークジャケット 

－ 
 

③ １次主冷却系 1）逆止弁 －  
④ １次補助冷却系 1）サイフォンブレーク弁 －  
⑤ １次予熱窒素ガス系 1）仕切弁 －  

原子炉停止後の 
除熱機能＊3 

① １次主冷却系 
1）１次主循環ポンプポニーモータ －  
2）逆止弁 －  

② ２次主冷却系 1）主冷却機（主送風機を除く。）＊3 －  
※1：放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等に対して、個別に火災による機能への影響を考慮し、図るべき火災防護対策を評価した結果を別添 1-3-2【後日提示】に示す。 
※2：火災防護基準による三方策をそれぞれ考慮することを基本とする。 
※3：火災防護基準による三方策を組み合せることを基本とする。 
※4：消防法、建築基準法等、設備に応じた対策を講じる。 
＊1：【特記すべき関連系】炉心支持構造物（炉心支持板、支持構造物）、炉心バレル構造物（バレル構造体）、炉心構成要素（炉心燃料集合体、照射燃料集合体他） 
＊2：【特記すべき関連系】関連するプロセス計装（ナトリウム漏えい検出器） 
＊3：【特記すべき関連系】原子炉容器（本体）、原子炉冷却材バウンダリに属する容器・配管他、冷却材バウンダリに属する容器・配管他  
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第 1表 放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等に対する火災による機能への影響の概要（2/7） 

 

安全機能の重要度分類 放射性物質の貯蔵又
は閉じ込めに係る 

機器等 
(〇：該当、－：非該当) 

火災による機能影響の概要 
(可能性あり※1：〇※2／△※3、可能性なし：－※4) 分類 定義 機能 構築物、系統又は機器 

ＭＳ－１ 

異常状態発生時に、敷地
周辺公衆への過度の放射
線の影響を防止する構築
物、系統及び機器 

放射性物質の 
閉じ込め機能 

① 格納容器 〇 

－ 
(火災によって原子炉容器内に設置される燃料集合体等の被
覆管が影響を受けることはなく、また、原子炉の安全停止に係
る機器等に火災防護対策を講じることにより、火災が発生し
た場合にあっても原子炉の安全停止が達成できることから、
左記の機能は火災発生時に要求されない。 
なお、左記は、不燃性材料(鉄鋼又は金属板)で構成され、火災
によってその機能が影響を受けることもない。) 

② 格納容器バウンダリに属する配管・弁 〇 

－ 
(火災によって原子炉容器内に設置される燃料集合体等の被
覆管が影響を受けることはなく、また、原子炉の安全停止に係
る機器等に火災防護対策を講じることにより、火災が発生し
た場合にあっても原子炉の安全停止が達成できることから、
左記の機能は火災発生時に要求されない。 
なお、左記の本体(弁のパッキン類は、不燃性材料ではない材
料を使用する場合があるが、これらは、弁の内部に設置され、
外部の火災によって直接加熱されることはなく、そのシート
性能を喪失するおそれはない。)は、不燃性材料で構成される。
また、原子炉保護系(アイソレーション)動作時に動作を期待
するものについては、格納容器の内外で二重化しており、代替
手段により機能を達成できる。さらに、ケーブル等が損傷した
場合に「閉」とすることが適切なものについては、フェイルク
ローズ設計としている。したがって、火災によってその機能が
影響を受けることもない。) 

安全上必須なその他の構
築物、系統及び機器 

工学的安全施設及び
原子炉停止系への作
動信号の発生機能＊1 

① 原子炉保護系（スクラム） －  

② 原子炉保護系（アイソレーション） 〇 

－ 
(火災によって原子炉容器内に設置される燃料集合体等の被
覆管が影響を受けることはなく、また、原子炉の安全停止に係
る機器等に火災防護対策を講じることにより、火災が発生し
た場合にあっても原子炉の安全停止が達成できることから、
左記の機能は火災発生時に要求されない。 
なお、左記は、代替手段により機能を達成できる。したがっ
て、火災によってその機能が影響を受けることもない。) 

安全上特に重要な 
関連機能＊2 

① 中央制御室 －  
② 非常用ディーゼル電源系（ＭＳ－１に関連するもの） 〇 〇 
③ 交流無停電電源系（ＭＳ－１に関連するもの） 〇 〇 
④ 直流無停電電源系（ＭＳ－１に関連するもの） 〇 〇 

※1：放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等に対して、個別に火災による機能への影響を考慮し、図るべき火災防護対策を評価した結果を別添 1-3-2【後日提示】に示す。 
※2：火災防護基準による三方策をそれぞれ考慮することを基本とする。 
※3：火災防護基準による三方策を組み合せることを基本とする。 
※4：消防法、建築基準法等、設備に応じた対策を講じる。 
＊1：【特記すべき関連系】関連する核計装、関連するプロセス計装 
＊2：【特記すべき関連系】関連する補機冷却設備 
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第 1表 放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等に対する火災による機能への影響の概要（3/7） 

安全機能の重要度分類 放射性物質の貯蔵又
は閉じ込めに係る 

機器等 
(〇：該当、－：非該当)

火災による機能影響の概要 
(可能性あり※1：〇※2／△※3、可能性なし：－※4) 分類 定義 機能 構築物、系統又は機器 

ＰＳ－２ 

その損傷又は故障により
発生する事象によって、
燃料の多量の破損を直ち
に引き起こすおそれはな
いが、敷地外への過度の
放射性物質の放出のおそ
れのある構築物、系統及
び機器 

原子炉カバーガス等
のバウンダリ機能 

① １次アルゴンガス系
1）原子炉カバーガスバウンダリに属
する容器・配管・弁（ただし、計装
等の小口径のものを除く。）

〇 

－ 
(火災によって原子炉容器内に設置される燃料集合体等の被
覆管が影響を受けることはなく、また、原子炉の安全停止に係
る機器等に火災防護対策を講じることにより、火災が発生し
た場合にあっても原子炉の安全停止が達成できることから、
左記の破損に伴い過度の放射性物質が放出されることはな
い。 
なお、左記は、不燃性材料(鉄鋼又は金属板)で構成される。ま
た、左記が設置される格納容器(床下)は、原子炉運転中、窒素
雰囲気で維持するため、火災が発生するおそれはない。したが
って、火災によってその機能が影響を受けることもない。) 

② 原子炉容器
1）本体（原子炉冷却材バウンダリに
属するもの及び計装等の小口径のも
のを除く。）

〇 

－ 
(火災によって原子炉容器内に設置される燃料集合体等の被
覆管が影響を受けることはなく、また、原子炉の安全停止に係
る機器等に火災防護対策を講じることにより、火災が発生し
た場合にあっても原子炉の安全停止が達成できることから、
左記の破損に伴い過度の放射性物質が放出されることはな
い。 
なお、左記は、不燃性材料(鉄鋼又は金属板)で構成される。ま
た、原子炉容器の本体が設置される炉容器ピットの安全容器
内は、窒素雰囲気で維持するため、火災が発生するおそれはな
い。したがって、火災によってその機能が影響を受けることも
ない。) 

③ １次主冷却系
1）原子炉カバーガスバウンダリに属
する容器・配管・弁（ただし、計装
等の小口径のものを除く。）

〇 

－ 
(火災によって原子炉容器内に設置される燃料集合体等の被
覆管が影響を受けることはなく、また、原子炉の安全停止に係
る機器等に火災防護対策を講じることにより、火災が発生し
た場合にあっても原子炉の安全停止が達成できることから、
左記の破損に伴い過度の放射性物質が放出されることはな
い。 
なお、左記は、不燃性材料(鉄鋼又は金属板)で構成される。ま
た、左記が設置される格納容器(床下)は、原子炉運転中、窒素
雰囲気で維持するため、火災が発生するおそれはない。したが
って、火災によってその機能が影響を受けることもない。) 

④ １次オーバフロー系
1）原子炉カバーガスバウンダリに属
する容器・配管・弁（ただし、計装
等の小口径のものを除く。）

〇 
－ 

(１次主冷却系に同じ。) 

⑤ １次ナトリウム充填・
ドレン系

1）原子炉カバーガスバウンダリに属
する容器・配管・弁（ただし、計装
等の小口径のものを除く。）

〇 
－ 

(１次主冷却系に同じ。) 

⑥ 回転プラグ（ただし、計装等の小口径のものを除く。） 〇 
－ 

(１次アルゴンガス系に同じ。) 

燃料を安全に 
取り扱う機能 

① 核燃料物質取扱設備 〇 
－ 

(左記は、不燃性材料(鉄鋼又は金属板)で構成される。したが
って、火災によってその機能が影響を受けることはない。) 

※1：放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等に対して、個別に火災による機能への影響を考慮し、図るべき火災防護対策を評価した結果を別添 1-3-2【後日提示】に示す。
※2：火災防護基準による三方策をそれぞれ考慮することを基本とする。
※3：火災防護基準による三方策を組み合せることを基本とする。
※4：消防法、建築基準法等、設備に応じた対策を講じる。

[53]



8
条
-別

紙
2-別

添
1
-3-1-5 

第 1表 放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等に対する火災による機能への影響の概要（4/7） 

安全機能の重要度分類 放射性物質の貯蔵又
は閉じ込めに係る 

機器等 
(〇：該当、－：非該当)

火災による機能影響の概要 
(可能性あり※1：〇※2／△※3、可能性なし：－※4) 分類 定義 機能 構築物、系統又は機器 

ＰＳ－２ 

その損傷又は故障により
発生する事象によって、
燃料の多量の破損を直ち
に引き起こすおそれはな
いが、敷地外への過度の
放射性物質の放出のおそ
れのある構築物、系統及
び機器 

原子炉冷却材バウン
ダリに直接接続され
ていないものであっ
て、放射性物質を貯

蔵する機能 

① 原子炉附属建物使用済
燃料貯蔵設備

1）貯蔵ラック 〇 

－ 
(左記は、不燃性材料(鉄鋼又は金属板)で構成される。また、
火災の発生するおそれのない水中に設置される。したがって、
火災によってその機能が影響を受けることはない。) 

2）水冷却池 〇 

－ 
(左記は、不燃性材料(コンクリート、鉄鋼又は金属板)で構成
される。したがって、火災によってその機能が影響を受けるこ
とはない。) 

② 第一使用済燃料貯蔵建
物使用済燃料貯蔵設備

1）貯蔵ラック 〇 － 
(原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備に同様) 2）水冷却池 〇 

③ 第二使用済燃料貯蔵建
物使用済燃料貯蔵設備

1）貯蔵ラック 〇 － 
(原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備に同様) 2）水冷却池 〇 

④ 気体廃棄物処理設備 1）アルゴン廃ガス処理系 〇 
－ 

(左記は、不燃性材料(鉄鋼又は金属板)で構成される。したが
って、火災によってその機能が影響を受けることはない。) 

ＭＳ－２ 

ＰＳ－２の構築物、系統
及び機器の損傷又は故障
が及ぼす敷地周辺公衆へ
の放射線の影響を十分小
さくするようにする構築
物、系統及び機器 

燃料プール水の保持
機能 

① 原子炉附属建物使用済
燃料貯蔵設備

1）水冷却池 － 
2）水冷却浄化設備のうち、サイフォ
ンブレーク弁

－ 

② 第一使用済燃料貯蔵建
物使用済燃料貯蔵設備

1）水冷却池 － 
2）水冷却浄化設備のうち、サイフォ
ンブレーク弁

－ 

③ 第二使用済燃料貯蔵建
物使用済燃料貯蔵設備

1）水冷却池 － 
2）水冷却浄化設備のうち、サイフォ
ンブレーク弁

－ 

放射線の遮蔽及び 
放出低減機能 

① 外周コンクリート壁 〇 

－ 
(火災によって原子炉容器内に設置される燃料集合体等の被
覆管が影響を受けることはなく、また、原子炉の安全停止に係
る機器等に火災防護対策を講じることにより、火災が発生し
た場合にあっても原子炉の安全停止が達成できることから、
左記の機能は火災発生時に要求されない。 
なお、左記は、不燃性材料(コンクリート、鉄鋼又は金属板)で
構成されることから、火災によってその機能が影響を受ける
こともない。) 

※1：放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等に対して、個別に火災による機能への影響を考慮し、図るべき火災防護対策を評価した結果を別添 1-3-2【後日提示】に示す。
※2：火災防護基準による三方策をそれぞれ考慮することを基本とする。
※3：火災防護基準による三方策を組み合せることを基本とする。
※4：消防法、建築基準法等、設備に応じた対策を講じる。
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第 1表 放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等に対する火災による機能への影響の概要（5/7） 

 

安全機能の重要度分類 放射性物質の貯蔵又
は閉じ込めに係る 

機器等 
(〇：該当、－：非該当) 

火災による機能影響の概要 
(可能性あり※1：〇※2／△※3、可能性なし：－※4) 分類 定義 機能 構築物、系統又は機器 

ＭＳ－２ 

ＰＳ－２の構築物、系統
及び機器の損傷又は故障
が及ぼす敷地周辺公衆へ
の放射線の影響を十分小
さくするようにする構築
物、系統及び機器 

放射線の遮蔽及び 
放出低減機能 

② アニュラス部排気系 
1）アニュラス部排気系（アニュラス
部常用排気フィルタを除く。） 

〇 

△ 
(火災によって原子炉容器内に設置される燃料集合体等の被
覆管が影響を受けることはなく、また、原子炉の安全停止に係
る機器等に火災防護対策を講じることにより、火災が発生し
た場合にあっても原子炉の安全停止が達成できることから、
左記の機能は火災発生時に要求されない。 
なお、左記は、代替手段により機能を達成できる。したがっ
て、火災によってその機能が影響を受けることもない。 
一方、アニュラス部排気系は、通常運転時にアニュラス部を負
圧に維持しており、通常運転時の負圧維持の観点で、火災防護
基準による火災の感知及び消火の方策として、異なる 2 種類
の感知器を設けることで、火災の早期感知に努める。) 

③ 非常用ガス処理装置 〇 

－ 
(火災によって原子炉容器内に設置される燃料集合体等の被
覆管が影響を受けることはなく、また、原子炉の安全停止に係
る機器等に火災防護対策を講じることにより、火災が発生し
た場合にあっても原子炉の安全停止が達成できることから、
左記の機能は火災発生時に要求されない。 
なお、左記は、代替手段により機能を達成できる。したがっ
て、火災によってその機能が影響を受けることもない。) 

④ 主排気筒 〇 

－ 
(火災によって原子炉容器内に設置される燃料集合体等の被
覆管が影響を受けることはなく、また、原子炉の安全停止に係
る機器等に火災防護対策を講じることにより、火災が発生し
た場合にあっても原子炉の安全停止が達成できることから、
左記の機能は火災発生時に要求されない。 
なお、左記は、不燃性材料(コンクリート、鉄鋼又は金属板)で
構成されることから、火災によってその機能が影響を受ける
こともない。) 

⑤ 放射線低減効果の大きい遮蔽（安全容器及びコンクリート遮へ
い体冷却系を含む。） 

－  

※1：放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等に対して、個別に火災による機能への影響を考慮し、図るべき火災防護対策を評価した結果を別添 1-3-2【後日提示】に示す。 
※2：火災防護基準による三方策をそれぞれ考慮することを基本とする。 
※3：火災防護基準による三方策を組み合せることを基本とする。 
※4：消防法、建築基準法等、設備に応じた対策を講じる。 
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第 1表 放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等に対する火災による機能への影響の概要（6/7） 

 

安全機能の重要度分類 放射性物質の貯蔵又
は閉じ込めに係る 

機器等 
(〇：該当、－：非該当) 

火災による機能影響の概要 
(可能性あり※1：〇※2／△※3、可能性なし：－※4) 分類 定義 機能 構築物、系統又は機器 

ＭＳ－２ 
異常状態への対応上特に
重要な構築物、系統及び
機器 

事故時のプラント状
態の把握機能 

① 事故時監視計器の一部 －  

安全上重要な 
関連機能 

① 非常用ディーゼル電源系（ＭＳ－１に属するものを除く。） 〇 〇 
② 交流無停電電源系（ＭＳ－１に属するものを除く。） 〇 〇 
③ 直流無停電電源系（ＭＳ－１に属するものを除く。） 〇 〇 

ＰＳ－３ 

異常状態の起因事象とな
るものであってＰＳ－
１、ＰＳ－２以外の構築
物、系統及び機器 

１次冷却材を内蔵す
る機能（ＰＳ－１以

外のもの） 

① １次ナトリウム純化系のうち、１次冷却材を内蔵しているか、
又は内蔵し得る容器・配管・ポンプ・弁（ただし、計装等の小口径
のものを除く。） 

〇 

－ 
(火災によって原子炉容器内に設置される燃料集合体等の被
覆管が影響を受けることはなく、また、原子炉の安全停止に係
る機器等に火災防護対策を講じることにより、火災が発生し
た場合にあっても原子炉の安全停止が達成できることから、
左記の破損に伴い過度の放射性物質が放出されることはな
い。 
なお、左記は、不燃性材料(鉄鋼又は金属板)で構成される。ま
た、これらが設置される格納容器(床下)は、原子炉運転中、窒
素雰囲気で維持するため、火災が発生するおそれはない。した
がって、火災によってその機能が影響を受けることもない。) 

② １次オーバフロー系のうち、１次冷却材を内蔵しているか、又
は内蔵し得る容器・配管・ポンプ・弁（ただし、計装等の小口径の
ものを除く。） 

〇 
－ 

(同上) 

③ １次ナトリウム充填・ドレン系のうち、１次冷却材を内蔵して
いるか、又は内蔵し得る容器・配管・弁（ただし、ＰＳ－１に属す
るもの及び計装等の小口径のものを除く。） 

〇 
－ 

(同上) 

２次冷却材を内蔵す
る機能（通常運転時
の炉心の冷却に関連

するもの） 

① ２次主冷却系、２次補
助冷却系、２次ナトリウム
純化系及び２次ナトリウ
ム充填・ドレン系 

1）冷却材バウンダリに属する容器・
配管・ポンプ・弁（ただし、計装等
の小口径のものを除く。） 

－  

放射性物質の 
貯蔵機能 

① 液体廃棄物処理設備 〇 
－ 

(左記は、不燃性材料(鉄鋼又は金属板)で構成される。したが
って、火災によってその機能が影響を受けることはない。) 

② 固体廃棄物処理設備 〇 
－ 

(左記は、不燃性材料(鉄鋼又は金属板)で構成される。したが
って、火災によってその機能が影響を受けることはない。) 

※1：放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等に対して、個別に火災による機能への影響を考慮し、図るべき火災防護対策を評価した結果を別添 1-3-2【後日提示】に示す。 
※2：火災防護基準による三方策をそれぞれ考慮することを基本とする。 
※3：火災防護基準による三方策を組み合せることを基本とする。 
※4：消防法、建築基準法等、設備に応じた対策を講じる。  
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第 1表 放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等に対する火災による機能への影響の概要（7/7） 

安全機能の重要度分類 放射性物質の貯蔵又
は閉じ込めに係る 

機器等 
(〇：該当、－：非該当)

火災による機能影響の概要 
(可能性あり※1：〇※2／△※3、可能性なし：－※4) 分類 定義 機能 構築物、系統又は機器 

ＰＳ－３ 

異常状態の起因事象とな
るものであってＰＳ－
１、ＰＳ－２以外の構築
物、系統及び機器 

通常運転時の冷却材
の循環機能 

① １次主冷却系
1）１次主循環ポンプ

ⅰ）１次主循環ポンプ本体（循環機能） － 
ⅱ）主電動機 － 

② ２次主冷却系
1）２次主循環ポンプ

ⅰ）２次主循環ポンプ本体（循環機能） － 
ⅱ）電動機 － 

通常運転時の最終ヒ
ートシンクへの熱輸

送機能 

① ２次主冷却系
1）主送風機

ⅰ）電動機 － 

ⅱ）電磁ブレーキ － 

電源供給機能（非常
用を除く。） 

① 一般電源系（受電エリア） － 

プラント計測・制御
機能（安全保護機能

を除く。） 

① 原子炉冷却材温度制御系（関連するプロセス計装及び制御用圧
縮空気供給設備を含む。）

－ 

原子炉冷却材中放射性物
質濃度を通常運転に支障
のない程度に低く抑える
構築物、系統及び機器 

核分裂生成物の原子
炉冷却材中への放散

防止機能 
① 炉心構成要素

1）炉心燃料集合体
ⅰ）被覆管

〇 
－ 

(左記は、不燃性材料(鉄鋼又は金属板)で構成される。また、
これらは、原子炉容器内に設置され、原子炉容器内で火災が発
生するおそれはない。したがって、火災によってその機能が影
響を受けることはない。) 

2）照射燃料集合体
ⅰ）被覆管

〇 

ＭＳ－３ 

運転時の異常な過渡変化
があってもＭＳ－１、Ｍ
Ｓ－２とあいまって、事
象を緩和する構築物、系
統及び機器 

制御室外からの安全
停止機能 

① 中央制御室外原子炉停止盤（安全停止に関連するもの） － 

燃料プール水の補給
機能 

① 原子炉附属建物使用済
燃料貯蔵設備

1）水冷却浄化設備（ＭＳ－２に属す
るものを除く。）

－ 

② 第一使用済燃料貯蔵属
建物使用済燃料貯蔵設備

1）水冷却浄化設備（ＭＳ－２に属す
るものを除く。）

－ 

③ 第二使用済燃料貯蔵属
建物使用済燃料貯蔵設備

1）水冷却浄化設備（ＭＳ－２に属す
るものを除く。）

－ 

出力上昇の抑制機能 ① インターロック系 1）制御棒引抜きインターロック系 － 

異常状態への対応上必要
な構築物、系統及び機器 

緊急時対策上重要な
もの及び異常状態の

把握機能 

① 事故時監視計器（ＭＳ－２に属するものを除く。） － 
② 放射線管理施設（ＭＳ－２に属するものを除く。） － 
③ 通信連絡設備 － 
④ 消火設備 － 
⑤ 安全避難通路 － 
⑥ 非常用照明 － 

※1：放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等に対して、個別に火災による機能への影響を考慮し、図るべき火災防護対策を評価した結果を別添 1-3-2【後日提示】に示す。
※2：火災防護基準による三方策をそれぞれ考慮することを基本とする。
※3：火災防護基準による三方策を組み合せることを基本とする。
※4：消防法、建築基準法等、設備に応じた対策を講じる。
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別添 1-4 

使用済燃料の冠水等に係る機器等に対する火災による機能への影響 

安全機能の重要度分類から抽出した使用済燃料の冠水等に係る機器等に対する火災による機能へ

の影響の概要を第 1表に示す。 
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第 1表 使用済燃料の冠水等に係る機器等に対する火災による機能への影響の概要（1/4） 

安全機能の重要度分類 使用済燃料の冠水等
に係る機器等 

(〇：該当、－：非該当)

火災による機能影響の概要 
(可能性あり：〇※1、可能性なし：－※2) 分類 定義 機能 構築物、系統又は機器 

ＰＳ－１ 

その損傷又は故障により
発生する事象によって燃
料の多量の破損を引き起
こすおそれがあり、敷地
外への著しい放射性物質
の放出のおそれのある構
築物、系統及び機器 

原子炉冷却材 
バウンダリ機能 

① 原子炉容器 1）本体 － 
② １次主冷却系、１次補
助冷却系及び１次ナトリ
ウム充填・ドレン系

2）原子炉冷却材バウンダリに属する
容器・配管・ポンプ・弁（ただし、
計装等の小口径のものを除く。）

－ 

炉心形状の維持機能 

① 炉心支持構造物
1）炉心支持板 － 
2）支持構造物 － 

② 炉心バレル構造物 1）バレル構造体 － 

③ 炉心構成要素

1）炉心燃料集合体 － 
2）照射燃料集合体 － 
3）内側反射体 － 
4）外側反射体（Ａ） － 
5）材料照射用反射体 － 
6）遮へい集合体 － 
7）計測線付実験装置 － 
8）照射用実験装置 － 

ＭＳ－１ 

異常状態発生時に、敷地
周辺公衆への過度の放射
線の影響を防止する構築
物、系統及び機器 

原子炉の緊急停止及
び未臨界維持機能＊1 

① 制御棒 － 

② 制御棒駆動系
1）駆動機構 － 
2）上部案内管 － 
3）下部案内管 － 

③ 後備炉停止制御棒 － 

④ 後備炉停止制御棒駆動
系

1）駆動機構 － 
2）上部案内管 － 
3）下部案内管 － 

１次冷却材漏えい量
の低減機能＊2 

① 原子炉容器 1）リークジャケット － 
② １次主冷却系、１次補助冷却系及び１次ナトリウム充填・ドレ
ン系のうち、原子炉冷却材バウンダリに属する容器・配管・ポン
プ・弁の配管（外側）又はリークジャケット

－ 

③ １次主冷却系 1）逆止弁 － 
④ １次補助冷却系 1）サイフォンブレーク弁 － 
⑤ １次予熱窒素ガス系 1）仕切弁 － 

原子炉停止後の除熱 
機能＊3 

① １次主冷却系
1）１次主循環ポンプポニーモータ － 
2）逆止弁 － 

② ２次主冷却系 1）主冷却機（主送風機を除く。）＊3 － 
放射性物質の 
閉じ込め機能 

① 格納容器 － 
② 格納容器バウンダリに属する配管・弁 － 

安全上必須なその他の構
築物、系統及び機器 

工学的安全施設及び
原子炉停止系への作
動信号の発生機能＊4 

① 原子炉保護系（スクラム） － 

② 原子炉保護系（アイソレーション） － 

安全上特に重要な 
関連機能＊5 

① 中央制御室 － 
② 非常用ディーゼル電源系（ＭＳ－１に関連するもの） 〇 〇 
③ 交流無停電電源系（ＭＳ－１に関連するもの） 〇 〇 
④ 直流無停電電源系（ＭＳ－１に関連するもの） 〇 〇 

※1：火災防護基準による三方策をそれぞれ考慮することを基本とする。
※2：消防法、建築基準法等、設備に応じた対策を講じる。
＊1：【特記すべき関連系】炉心支持構造物（炉心支持板、支持構造物）、炉心バレル構造物（バレル構造体）、炉心構成要素（炉心燃料集合体、照射燃料集合体他）
＊2：【特記すべき関連系】関連するプロセス計装（ナトリウム漏えい検出器）
＊3：【特記すべき関連系】原子炉容器（本体）、原子炉冷却材バウンダリに属する容器・配管他、冷却材バウンダリに属する容器・配管他
＊4：【特記すべき関連系】関連する核計装、関連するプロセス計装
＊5：【特記すべき関連系】関連する補機冷却設備
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第 1表 使用済燃料の冠水等に係る機器等に対する火災による機能への影響の概要（2/4） 

安全機能の重要度分類 使用済燃料の冠水等
に係る機器等 

(〇：該当、－：非該当)

火災による機能影響の概要 
(可能性あり：〇※1、可能性なし：－※2) 分類 定義 機能 構築物、系統又は機器 

ＰＳ－２ 

その損傷又は故障により
発生する事象によって、
燃料の多量の破損を直ち
に引き起こすおそれはな
いが、敷地外への過度の
放射性物質の放出のおそ
れのある構築物、系統及
び機器 

原子炉カバーガス等
のバウンダリ機能 

① １次アルゴンガス系
1）原子炉カバーガスバウンダリに属
する容器・配管・弁（ただし、計装
等の小口径のものを除く。）

－ 

② 原子炉容器
1）本体（原子炉冷却材バウンダリに
属するもの及び計装等の小口径のも
のを除く。）

－ 

③ １次主冷却系
1）原子炉カバーガスバウンダリに属
する容器・配管・弁（ただし、計装
等の小口径のものを除く。）

－ 

④ １次オーバフロー系
1）原子炉カバーガスバウンダリに属
する容器・配管・弁（ただし、計装
等の小口径のものを除く。）

－ 

⑤ １次ナトリウム充填・
ドレン系

1）原子炉カバーガスバウンダリに属
する容器・配管・弁（ただし、計装
等の小口径のものを除く。）

－ 

⑥ 回転プラグ（ただし、計装等の小口径のものを除く。） － 
燃料を安全に 
取り扱う機能 

① 核燃料物質取扱設備 － 

原子炉冷却材バウン
ダリに直接接続され
ていないものであっ
て、放射性物質を貯

蔵する機能 

① 原子炉附属建物使用済
燃料貯蔵設備

1）貯蔵ラック － 
2）水冷却池 － 

② 第一使用済燃料貯蔵建
物使用済燃料貯蔵設備

1）貯蔵ラック － 
2）水冷却池 － 

③ 第二使用済燃料貯蔵建
物使用済燃料貯蔵設備

1）貯蔵ラック － 
2）水冷却池 － 

④ 気体廃棄物処理設備 1）アルゴン廃ガス処理系 － 
※1：火災防護基準による三方策をそれぞれ考慮することを基本とする。
※2：消防法、建築基準法等、設備に応じた対策を講じる。
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第 1表 使用済燃料の冠水等に係る機器等に対する火災による機能への影響の概要（3/4） 

 

安全機能の重要度分類 使用済燃料の冠水等
に係る機器等 

(〇：該当、－：非該当) 

火災による機能影響の概要 
(可能性あり：〇※1、可能性なし：－※2) 分類 定義 機能 構築物、系統又は機器 

ＭＳ－２ 

ＰＳ－２の構築物、系統
及び機器の損傷又は故障
が及ぼす敷地周辺公衆へ
の放射線の影響を十分小
さくするようにする構築
物、系統及び機器 

燃料プール水の保持
機能 

① 原子炉附属建物使用済
燃料貯蔵設備 

1）水冷却池 〇 

－ 
(左記は、不燃性材料(コンクリート、鉄鋼又は金属板)で構
成される。したがって、火災によってその機能が影響を受け
ることはない。使用済燃料貯蔵設備の構造等を添付 1に示
す。) 

2）水冷却浄化設備のうち、サイフォ
ンブレーク弁 

〇 

－ 
(左記は、水冷却浄化設備の配管破断が生じた場合に開放され
サイフォン現象等により、使用済燃料等の冠水が維持できな
い状況に至ることがないように設置するものである。火災に
よって、水冷却浄化設備の配管破断が生じることはないため、
左記の機能は、火災時に要求されない。 
なお、左記に関連するケーブル等が損傷した場合には、左記は
自動的に開放される設計としている。したがって、火災によっ
てその機能が影響を受けることもない。) 

② 第一使用済燃料貯蔵建
物使用済燃料貯蔵設備 

1）水冷却池 〇 
－ 

(原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備に同じ。) 
2）水冷却浄化設備のうち、サイフォ
ンブレーク弁 

〇 
－ 

(原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備に同じ。) 

③ 第二使用済燃料貯蔵建
物使用済燃料貯蔵設備 

1）水冷却池 〇 
－ 

(原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備に同じ。) 
2）水冷却浄化設備のうち、サイフォ
ンブレーク弁 

〇 
－ 

(原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備に同じ。) 

放射線の遮蔽及び 
放出低減機能 

① 外周コンクリート壁 －  

② アニュラス部排気系 
1）アニュラス部排気系（アニュラス
部常用排気フィルタを除く。） 

－  

③ 非常用ガス処理装置 －  
④ 主排気筒 －  
⑤ 放射線低減効果の大きい遮蔽（安全容器及びコンクリート遮へ
い体冷却系を含む。） 

－  

異常状態への対応上特に
重要な構築物、系統及び
機器 

事故時のプラント状
態の把握機能 

① 事故時監視計器の一部 －  

安全上重要な 
関連機能 

① 非常用ディーゼル電源系（ＭＳ－１に属するものを除く。） －  
② 交流無停電電源系（ＭＳ－１に属するものを除く。） －  
③ 直流無停電電源系（ＭＳ－１に属するものを除く。） －  

ＰＳ－３ 

異常状態の起因事象とな
るものであってＰＳ－
１、ＰＳ－２以外の構築
物、系統及び機器 

１次冷却材を内蔵す
る機能（ＰＳ－１以

外のもの） 

① １次ナトリウム純化系のうち、１次冷却材を内蔵しているか、
又は内蔵し得る容器・配管・ポンプ・弁（ただし、計装等の小口径
のものを除く。） 

－  

② １次オーバフロー系のうち、１次冷却材を内蔵しているか、又
は内蔵し得る容器・配管・ポンプ・弁（ただし、計装等の小口径の
ものを除く。） 

－  

③ １次ナトリウム充填・ドレン系のうち、１次冷却材を内蔵して
いるか、又は内蔵し得る容器・配管・弁（ただし、ＰＳ－１に属す
るもの及び計装等の小口径のものを除く。） 

－  

※1：火災防護基準による三方策をそれぞれ考慮することを基本とする。 
※2：消防法、建築基準法等、設備に応じた対策を講じる。 
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第 1表 使用済燃料の冠水等に係る機器等に対する火災による機能への影響の概要（4/4） 

安全機能の重要度分類 使用済燃料の冠水等
に係る機器等 

(〇：該当、－：非該当)

火災による機能影響の概要 
(可能性あり：〇※1、可能性なし：－※2) 分類 定義 機能 構築物、系統又は機器 

ＰＳ－３ 

異常状態の起因事象とな
るものであってＰＳ－
１、ＰＳ－２以外の構築
物、系統及び機器 

２次冷却材を内蔵す
る機能（通常運転時
の炉心の冷却に関連

するもの） 

① ２次主冷却系、２次補
助冷却系、２次ナトリウム
純化系及び２次ナトリウ
ム充填・ドレン系

1）冷却材バウンダリに属する容器・
配管・ポンプ・弁（ただし、計装等
の小口径のものを除く。）

－ 

放射性物質の 
貯蔵機能 

① 液体廃棄物処理設備 － 
② 固体廃棄物処理設備 － 

通常運転時の冷却材
の循環機能 

① １次主冷却系
1）１次主循環ポンプ

ⅰ）１次主循環ポンプ本体（循環機能） － 
ⅱ）主電動機 － 

② ２次主冷却系
1）２次主循環ポンプ

ⅰ）２次主循環ポンプ本体（循環機能） － 
ⅱ）電動機 － 

通常運転時の最終ヒ
ートシンクへの熱輸

送機能 

① ２次主冷却系
1）主送風機

ⅰ）電動機 － 

ⅱ）電磁ブレーキ － 

電源供給機能（非常
用を除く。） 

① 一般電源系（受電エリア） － 

プラント計測・制御
機能（安全保護機能

を除く。） 

① 原子炉冷却材温度制御系（関連するプロセス計装及び制御用圧
縮空気供給設備を含む。）

－ 

原子炉冷却材中放射性物
質濃度を通常運転に支障
のない程度に低く抑える
構築物、系統及び機器 

核分裂生成物の原子
炉冷却材中への放散

防止機能 
① 炉心構成要素

1）炉心燃料集合体
ⅰ）被覆管

－ 

2）照射燃料集合体
ⅰ）被覆管

－ 

ＭＳ－３ 

運転時の異常な過渡変化
があってもＭＳ－１、Ｍ
Ｓ－２とあいまって、事
象を緩和する構築物、系
統及び機器 

制御室外からの安全
停止機能 

① 中央制御室外原子炉停止盤（安全停止に関連するもの） － 

燃料プール水の補給
機能 

① 原子炉附属建物使用済
燃料貯蔵設備

1）水冷却浄化設備（ＭＳ－２に属す
るものを除く。）

〇 

－ 
(火災によって水冷却浄化設備の機能が喪失しても、使用済燃
料貯蔵設備の水冷却池に貯蔵される使用済燃料の崩壊熱は小
さく、かつ、水冷却池に多量の冷却水を保有しているため、冷
却水の蒸発により、水冷却池の水位が遮蔽に必要な水位を下
回るまでに十分な猶予期間（約 2 カ月）＊1があり、この間に
復旧又は仮設ホース等により給水することができる。したが
って、火災によってその機能が影響を受けることはない。) 

② 第一使用済燃料貯蔵建
物使用済燃料貯蔵設備

1）水冷却浄化設備（ＭＳ－２に属す
るものを除く。）

〇 
－ 

(原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備に同じ。) 
③ 第二使用済燃料貯蔵建
物使用済燃料貯蔵設備

1）水冷却浄化設備（ＭＳ－２に属す
るものを除く。）

〇 
－ 

(原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備に同じ。) 
出力上昇の抑制機能 ① インターロック系 1）制御棒引抜きインターロック系 － 

異常状態への対応上必要
な構築物、系統及び機器 

緊急時対策上重要な
もの及び異常状態の

把握機能 

① 事故時監視計器（ＭＳ－２に属するものを除く。） － 
② 放射線管理施設（ＭＳ－２に属するものを除く。） － 
③ 通信連絡設備 － 
④ 消火設備 － 
⑤ 安全避難通路 － 
⑥ 非常用照明 － 

※1：火災防護基準による三方策をそれぞれ考慮することを基本とする。
※2：消防法、建築基準法等、設備に応じた対策を講じる。

＊1：国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（南地区）高速実験炉原子炉施設（「常陽」） 第 12条（安全施設） 別紙 7 別添 1（「燃料プール水の補給機能」喪失時の燃料プールの液位評価）参照
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添付 1 

使用済燃料貯蔵設備の構造等 

1. 概要

使用済燃料貯蔵設備の構造等について示す。

2. 使用済燃料貯蔵設備の構造等

使用済燃料を貯蔵するため、原子炉附属建物、第一使用済燃料貯蔵建物及び第二使用済燃料貯蔵

建物に、使用済燃料貯蔵設備を設置する。 

使用済燃料貯蔵設備は、それぞれ水冷却池、貯蔵ラック、水冷却浄化設備等から構成される。使

用済燃料貯蔵設備の概要を第 2.1図に示す。 

使用済燃料貯蔵設備の水冷却池及び水冷却浄化設備のサイフォンブレーク弁が燃料プール水の保

持機能を有し、水冷却浄化設備（サイフォンブレーク弁を除く。）が燃料プール水の補給機能を有す

る。 

（1）水冷却池 

水冷却池は、不燃性材料（コンクリート、鉄鋼又は金属板）で構成される（コンクリート壁をス

テンレス鋼で内張した構造）。

したがって、水冷却池について、火災によって燃料プール水の保持機能が影響を受けることはな

い。 

（2）水冷却浄化設備（サイフォンブレーク弁） 

水冷却浄化設備のサイフォンブレーク弁は、水冷却浄化設備の配管破断が生じた場合に開放さ

れ、サイフォン現象等により、使用済燃料の冠水が維持できない状況に至ることを防止するため設

置される。 

火災によって不燃性材料（鉄鋼又は金属板）で構成される水冷却浄化設備の配管の破断が生じる

ことはなく、火災時にサイフォンブレーク弁の機能は要求されない。 

なお、サイフォンブレーク弁は、当該弁に関連するケーブル等が損傷した場合、自動的に開放さ

れる。 

したがって、サイフォンブレーク弁について、火災によって燃料プール水の保持機能が影響を受

けることもない。 

（3）水冷却浄化設備（サイフォンブレーク弁を除く。） 

水冷却浄化設備（サイフォンブレーク弁を除く。）は、配管、冷却水循環ポンプ、浄化脱塩塔、

冷却器等から構成される。 

配管、浄化脱塩塔、冷却水循環ポンプの本体及び冷却器は、不燃性材料（鉄鋼又は金属板）で構

成される。 

冷却水循環ポンプの電動機又は関連するケーブル等が損傷した場合、使用済燃料貯蔵設備の水
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冷却池に貯蔵される使用済燃料の崩壊熱は小さく、かつ、水冷却池に多量の冷却水を保有している

ため、冷却水の蒸発により、水冷却池の水位が遮蔽に必要な水位を下回るまでに十分な猶予期間

（約 2カ月）があり、この間に復旧又は仮設ホース等により給水することができる。 

以上より、水冷却浄化設備（サイフォンブレーク弁を除く。）について、火災によって燃料プー

ル水の保持機能が影響を受けることはない。 

 

 

 

 

 

第 2.1図 使用済燃料貯蔵設備の概要（原子炉附属建物） 

 

サイフォンブレーク弁
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第 2.1図 使用済燃料貯蔵設備の概要（第一使用済燃料貯蔵建物） 

第 2.1図 使用済燃料貯蔵設備の概要（第二使用済燃料貯蔵建物） 

サイフォンブレーク弁

サイフォンブレーク弁
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別添 2 

一般火災と運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故の起因となる異常事象の関係 

一般火災により発生が想定される運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故の起因となる異常事

象の関係を第 1表に示す。 
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第 1表 一般火災により発生が想定される運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故の起因となる異常事象の整理（1/3） 

事象 左記事象の起因となる機能等 
一般火災による発生の有無 

（一般火災による発生の可能性 〇：あり、－：なし） 

運転時の異常な 

過渡変化 

未臨界状態からの制御棒の

異常な引抜き なし（運転員の制御棒の誤操作

（引抜きに伴い発生する事象） 

－ 
 運転員の誤操作により発生する事象であり、一般火災

により発生しない。 出力運転中の制御棒の異常

な引抜き 
－ 

１次冷却材流量増大 通常運転時の冷却材の循環機

能（ＰＳ－３）（１次主循環ポン

プ（主電動機）） 

－ 

 １次主循環ポンプの速度制御盤に隣接して、１次主循

環ポンプの電源盤があり、一般火災により１次主循環ポ

ンプの回転数のみ増大することは考え難い。 

１次冷却材流量減少 〇 
 一般火災により１次主循環ポンプ主電動機のケーブ

ル等が焼損し発生する可能性がある。 

２次冷却材流量増大 通常運転時の冷却材の循環機

能（ＰＳ－３）（２次主循環ポン

プ（電動機）） 

－ 

 ２次主循環ポンプの速度制御盤が一般火災により影

響を受けたとしても、２次主循環ポンプの二次抵抗が変

化することは考え難い。 

２次冷却材流量減少 〇 
 一般火災により２次主循環ポンプ電動機のケーブル

等が焼損し発生する可能性がある。 

主冷却器空気流量の増大 
プラント計測・制御機能（安全

保護機能を除く。）（ＰＳ－３） 
〇 

 原子炉冷却材温度制御系が一般火災により影響を受

けた場合に発生する可能性がある(インレットベーンの

開度を「増」側で制御中に、機能喪失することを想定)。 

主冷却器空気流量の減少 

通常運転時の最終ヒートシン

クへの熱輸送機能（ＰＳ－３）

（主送風機（電動機）） 

〇 
 一般火災により主送風機電動機のケーブル等が焼損

し発生する可能性がある。 

外部電源喪失 
電源供給機能（非常用を除く。）

（ＰＳ－３） 
〇 

 一般火災により電源供給機能（非常用を除く。）のケ

ーブル等が焼損し発生する可能性がある。 
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第 1表 一般火災により発生が想定される運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故の起因となる異常事象の整理（2/3） 

事象 左記事象の起因となる機能等 
一般火災による発生の有無 

（一般火災による発生の可能性 〇：あり、－：なし） 

設計基準事故 

燃料スランピング事故 
炉心形状の維持機能（ＰＳ－

１）（炉心構成要素） 
－ 

 不燃性材料で構成される炉心構成要素は、一般火災に

より破損することはない。 

１次主循環ポンプ軸固着事

故 

通常運転時の冷却材の循環機

能（ＰＳ－３）（１次主循環ポン

プ（循環機能）） 

－ 

 １次主循環ポンプの回転軸は原子炉冷却材バウンダ

リ内に設置されており、一般火災の影響により機械的に

固着することはない。 

１次冷却材漏えい事故 
原子炉冷却材バウンダリ機能

（ＰＳ－１） 
－ 

 不燃性材料で構成される原子炉冷却材バウンダリは、

一般火災により破損することはない。 

冷却材流路閉塞事故 
炉心形状の維持機能（ＰＳ－

１）（炉心構成要素） 
－ 

 原子炉冷却材バウンダリ内に存在する異物が起因と

なって生じる事象であり、一般火災により発生しない。 

２次主循環ポンプ軸固着事

故 

通常運転時の冷却材の循環機

能（ＰＳ－３）（２次主循環ポン

プ（循環機能）） 

－ 

 ２次主循環ポンプの回転軸は冷却材バウンダリ内に

設置されており、一般火災の影響により機械的に固着す

ることはない。 

２次冷却材漏えい事故 

２次冷却材を内蔵する機能（通

常運転時の炉心の冷却に関連

するもの）（ＰＳ－３） 

－ 
 不燃性材料で構成される冷却材バウンダリは、一般火

災により破損することはない。 

主送風機風量瞬時低下事故 

通常運転時の最終ヒートシン

クへの熱輸送機能（ＰＳ－３）

（主送風機（電磁ブレーキ）） 

〇 
 主送風機（電磁ブレーキ）のケーブル等が焼損し発生

する可能性がある。 
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第 1表 一般火災により発生が想定される運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故の起因となる異常事象の整理（3/3） 

事象 左記事象の起因となる機能等 
一般火災による発生の有無 

（一般火災による発生の可能性 〇：あり、－：なし） 

設計基準事故 

燃料取替取扱事故 
燃料を安全に取り扱う機能（Ｐ

Ｓ－２） 
－ 

 燃料取替取扱作業中において、燃料集合体等は機械的

な落下防止措置を講じており、一般火災により、燃料集

合体等の落下が生じることはない。 

気体廃棄物処理設備破損事

故 

原子炉冷却材バウンダリに直

接接続されていないものであ

って、放射性物質を貯蔵する機

能（ＰＳ－２）（気体廃棄物処理

設備） 

－ 
不燃性材料で構成される気体廃棄物処理設備のバウ

ンダリは、一般火災により破損することはない。

１次アルゴンガス漏えい事

故 

原子炉カバーガス等のバウン

ダリ機能（ＰＳ－２） 
－ 

不燃性材料で構成される原子炉カバーガス等のバウ

ンダリは、一般火災により破損することはない。
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火災区域及び火災区画の設定について 
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1. 概要 

火災防護基準による対策を考慮する機器等を有する建物は、当該機器等を想定される火災から防

護することを目的として、火災区域及び火災区画を設定し、適切な火災防護対策を講じる。 

ここでは、火災区域及び火災区画の設定について示す。 

 

2. 火災区域及び火災区画の設定の考え方 

火災区域は、火災防護基準による対策を考慮する機器等を有する建物（原子炉建物、原子炉附属

建物及び主冷却機建物）ごとに、建物内を火災区域として設定する。 

また、建物外に火災防護基準による対策を考慮する機器等を有する場合は、当該機器等を有する

区域（原子炉附属建物の屋上及び主冷却機建物の屋上）を火災区域として設定する。 

火災区画は、火災防護基準による対策を考慮する機器等の配置、ナトリウムを内包する機器の配

置、耐火壁の配置、消火設備の配置を考慮し、火災区域を細分化して設定する。 

原子炉建物並びに原子炉附属建物の火災区域及び火災区画を別添 1 に、主冷却機建物の火災区域

及び火災区画を別添 2に示す。 

なお、上記の原子炉建物、原子炉附属建物及び主冷却機建物以外には、火災防護基準による対策

を考慮する機器等は配置しない。 

 

3. 火災区画に対する対策の基本的な考え方 

3.1 ナトリウム燃焼に対する対策 

ナトリウムを内包する機器を有する火災区画は、ナトリウム漏えいの防止、ナトリウム漏えいの

検知（及びナトリウム燃焼の感知）、ナトリウム燃焼の影響軽減の三方策をそれぞれ講じる（別紙 4

参照）。当該火災区画については、ナトリウム燃焼を起点とし、一般火災が発生するおそれがあるこ

とを考慮する。 

 

3.2 一般火災に対する対策 

一般火災に対する対策は、火災防護基準による対策を考慮する機器等の配置に応じて適切な火災

防護対策を講じる。 

 

（1）火災防護基準による対策を考慮する機器等を有する火災区画 

火災防護基準による対策を考慮する機器等を有する火災区画については、火災防護基準による

火災の発生防止、火災の感知及び消火並びに火災の影響軽減の三方策を考慮し、それらを適切に組

み合せた火災防護対策を講じる（別紙 5参照）。 

 

（2）火災防護基準による対策を考慮する機器等を有しない火災区画 

火災防護基準による対策を考慮する機器等を有しない火災区画については、消防法、建築基準法

等、設備に応じた火災防護対策を講じることを基本とする。 

上記火災区画に対する火災の感知については、以下のとおりである。 

・ 基本的に煙感知器を設置（ただし、原子炉運転中に窒素雰囲気で維持する原子炉建物の格
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納容器（床下）については、原子炉停止後に空気雰囲気に置換した際に、速やかに交換又は

復旧） 

・ 多量の燃料油等による火災が想定される場所、正常時に煙が滞留する場所、水蒸気が多量

に発生する場所については熱感知器を設置

※：多量の燃料油等による火災が想定される場所には、原子炉附属建物地下 2階のアルコー

ル廃液タンクを有する AB-106、主冷却機建物地下 1 階のボイラの燃料貯蔵タンクを有す

る SB-225、SB-226、SB-227、SB-228が該当する。 

※：正常時に煙が滞留する場所には、原子炉附属建物 2 階の運転員の控室である AB-711が

該当する。 

※：水蒸気が多量に発生する場所には、原子炉附属建物 1 階の除染室である AB-520、主冷

却機建物地下 2階の浴室である SB-114が該当する。 

・ 放射線量が高く、かつ、感知器の設置ができない、又は感知器を設置した場合にその保守

点検ができない場所については、感知器を設置しない。

※：放射線量が高く、かつ、感知器の設置ができない場所には、原子炉建物地下中 2階から

地下中 1 階の原子炉容器等を有する RB-RP（炉容器ピット）が該当する（別紙 5 別添 7

参照）。 

※：放射線量が高く、かつ、感知器を設置した場合にその保守点検ができない場所には、原

子炉附属建物地下 1階から地下中 1階の AB-308（燃料洗浄室）、1階から中 2階の AB-512A

（缶詰室）が該当する（別紙 5 別添 7参照）。 

上記火災区画に対する火災の消火については、以下のとおりである。 

・ 多量の燃料油等による火災が想定される場所については、固定式消火設備（ハロン消火設

備）を設置

・ 上記以外の場所については、可搬式消火器により消火（ナトリウムを内包する機器を有す

る場所については、基本的に、特殊化学消火剤を装填した可搬式消火器を使用）

上記火災区画に対する火災の影響軽減については、当該火災区画に隣接する火災区画内の火災

防護基準による火災の影響軽減を考慮する原子炉の安全停止に係る機器等の配置に応じて、以下

のとおりとする。 

上記火災区画の隣接火災区画のいずれかに異なる系列の上記機器等を有する場合、当該火災区

画の火災が隣接火災区画に伝播して、系列の異なる上記機器等が同時に機能を喪失することがな

いように、火災の影響軽減を行う。火災の影響軽減のための対策としては、当該火災区画と系列の

異なる上記機器等を有する隣接火災区画間について、3時間の耐火能力を有する隔壁等で分離する、

又は、1 時間の耐火能力を有する隔壁等で分離し、かつ、火災感知設備及び消火設備を設置する。 

なお、上記の消火設備については、当該火災区画の可燃性物質の量、中央制御室から当該火災区

画への移動時間等を考慮する。 

以下に、上記火災区画における火災の影響軽減について、主冷却機建物地下 2階の SB-129 を対

象に示す。 
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【SB-129における火災の影響軽減】 

SB-129の位置する主冷却機建物地下 2階の火災区画を第 3.2.1図に示す。 

SB-129 の隣接火災区画のうち、火災の影響軽減を考慮する原子炉の安全停止に係る機器等の配

置は以下のとおりである。 

（系列①の機器等を有する火災区画） 

南側：SB-125（非常用ディーゼル発電機（1号機）等） 

東側：SB-127（ディーゼル発電機燃料主貯油槽 No.1等） 

（系列②の機器等を有する火災区画） 

北側：SB-130（非常用ディーゼル発電機（2号機）等） 

東側：SB-128（ディーゼル発電機燃料主貯油槽 No.2） 

したがって、SB-129 で火災が発生し、上記の隣接火災区画に火災が伝播した場合、系列の異な

る機器等が同時に機能を喪失するおそれがある。 

このため、SB-129 の火災により系列の異なる機器等が同時に機能を喪失しないように、以下の

とおり火災の影響軽減の対策を講じる。 

SB-129の東側に隣接する SB-127と SB-128については、3時間の耐火能力を有する隔壁（コンク

リート壁：厚さ 150mm以上）で分離する。

SB-129 の南側に隣接する SB-125 と北側に隣接する SB-130 については、3 時間の耐火能力を有

する隔壁（コンクリート壁：厚さ 150mm以上）及び 1時間の耐火能力を有する隔壁（扉）で分離す

る。1時間の耐火能力を有する隔壁（扉）で分離するに当たって、SB-129は、以下により可搬式消

火器（ＡＢＣ消火器）による消火活動を行うことにより延焼を防止できる。 

・ SB-129 内の主な可燃性物質は照明器具等であり、その保有量は少なく、火災が発生した

場合にあっても、煙等の充満により消火活動が困難となることはなく、可搬式消火器（ＡＢ

Ｃ消火器）による消火活動が可能 

・ 中央制御室から SB-129 への移動時間（防護具の装備時間を含む）は 20分以下であり、1

時間の耐火能力を有する隔壁を介して隣接する火災区画へ火災が伝播するまでの間に消火

活動を開始することが可能 
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第 3.2.1図 主冷却機建物地下 2階の火災区域及び火災区画 

・火災区域及び火災区画の境界の凡例

：火災区域の境界
：火災区画の境界(一般火災に対して、火災防護基準の三方策をそれぞれ考慮する原子炉の安全停止に係る機器等を有する火災区画)
：火災区画の境界(一般火災に対して、火災防護基準の三方策の組合せを考慮する機器等を有する火災区画)
：火災区画の境界(一般火災に対して、消防法、建築基準法等、設備に応じた対策を講じる火災区画)
：ナトリウムを内包する機器を有するエリア(当該火災区画は、ナトリウム燃焼に対する三方策のそれぞれを講じる。)

火災区域番号： S-XXX

火災区画番号： SB-XXX ※：上下階と繋がる火災区画

〇：燃料油を内包する機器を有する火災区画
△：潤滑油を内包する機器を有する火災区画

・消防法、建築基準法等、設備に応じた対策を講じる火災区画の感知器

①：煙感知器／②：熱感知器／③：感知器を設置しない。

：コンクリート壁

主冷却機建物地下2階

：系列①の機器に関連するケーブル

：系列②の機器に関連するケーブル

ケーブルの凡例

下階へ 上階へ

S-1

【SB-124】 △
(系列②)：ケーブル

【SB-112】
(系列①)：主冷却機

空調P-1盤等 【SB-121】
(系列②)：ケーブル

核物質防護情報（管理情報）が含まれているため公開できません。
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別添 1 

原子炉建物並びに原子炉附属建物における火災区域及び火災区画の設定 

原子炉建物並びに原子炉附属建物における火災区域及び火災区画を第 1図に示す。 
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第 1図 原子炉建物並びに原子炉附属建物における火災区域及び火災区画（1/8） 

  

△：潤滑油を内包する機器を有する火災区画

◇：アルコールを内包する機器を有する火災区画

■：格納容器(床下)に該当する火災区画(原子炉運転中において窒素雰囲気に維持)

・火災区域及び火災区画の境界の凡例

：火災区域の境界
：火災区画の境界(一般火災に対して、火災防護基準の三方策をそれぞれ考慮する原子炉の安全停止に係る機器等を有する火災区画)
：火災区画の境界(一般火災に対して、火災防護基準の三方策の組合せを考慮する機器等を有する火災区画)
：火災区画の境界(一般火災に対して、消防法、建築基準法等、設備に応じた対策を講じる火災区画)
：ナトリウムを内包する機器を有するエリア(当該火災区画は、ナトリウム燃焼に対する三方策のそれぞれを講じる。)

火災区域番号： 原子炉建物(R-XXX) /原子炉附属建物（A-XXX）

火災区画番号： 原子炉建物(RB-XXX)/原子炉附属建物（AB-XXX） ※：上下階と繋がる火災区画

・消防法、建築基準法等、設備に応じた対策を講じる火災区画の感知器

①：煙感知器／②：熱感知器／③：感知器を設置しない。

：コンクリート壁

原子炉建物及び原子炉附属建物地下2階

【AB-208】 ※/△
(系列②)：ケーブル

核物質防護情報（管理情報）が含まれているため公開できません。
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第 1図 原子炉建物並びに原子炉附属建物における火災区域及び火災区画（2/8） 

・火災区域及び火災区画の境界の凡例

：火災区域の境界
：火災区画の境界(一般火災に対して、火災防護基準の三方策をそれぞれ考慮する原子炉の安全停止に係る機器等を有する火災区画)
：火災区画の境界(一般火災に対して、火災防護基準の三方策の組合せを考慮する機器等を有する火災区画)
：火災区画の境界(一般火災に対して、消防法、建築基準法等、設備に応じた対策を講じる火災区画)
：ナトリウムを内包する機器を有するエリア(当該火災区画は、ナトリウム燃焼に対する三方策のそれぞれを講じる。)

火災区域番号： 原子炉建物(R-XXX) /原子炉附属建物（A-XXX）

火災区画番号： 原子炉建物(RB-XXX)/原子炉附属建物（AB-XXX） ※：上下階と繋がる火災区画

：系列①の機器に関連するケーブル

：系列②の機器に関連するケーブル

ケーブルの凡例

下階へ 上階へ

・消防法、建築基準法等、設備に応じた対策を講じる火災区画の感知器

①：煙感知器／②：熱感知器／③：感知器を設置しない。

：コンクリート壁

△：潤滑油を内包する機器を有する火災区画

■：格納容器(床下)に該当する火災区画(原子炉運転中において窒素雰囲気に維持)

PK：ケーブルペネトレーション

原子炉建物及び原子炉附属建物地下中 2階

【RB-205】 ※/■
(系列②)：原子炉出入口冷却材
温度計(Bループ)

【RB-204】 ■
(系列②)：ケーブル

【AB-アニュラス】 ※
(系列①)：ケーブル
(系列②)：ケーブル

核物質防護情報（管理情報）が含まれているため公開できません。
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第 1図 原子炉建物並びに原子炉附属建物における火災区域及び火災区画（3/8） 

 

  

・火災区域及び火災区画の境界の凡例

：火災区域の境界
：火災区画の境界(一般火災に対して、火災防護基準の三方策をそれぞれ考慮する原子炉の安全停止に係る機器等を有する火災区画)
：火災区画の境界(一般火災に対して、火災防護基準の三方策の組合せを考慮する機器等を有する火災区画)
：火災区画の境界(一般火災に対して、消防法、建築基準法等、設備に応じた対策を講じる火災区画)
：ナトリウムを内包する機器を有するエリア(当該火災区画は、ナトリウム燃焼に対する三方策のそれぞれを講じる。)

火災区域番号： 原子炉建物(R-XXX) /原子炉附属建物（A-XXX）

火災区画番号： 原子炉建物(RB-XXX)/原子炉附属建物（AB-XXX） ※：上下階と繋がる火災区画

：系列①の機器に関連するケーブル

：系列②の機器に関連するケーブル

ケーブルの凡例

下階へ 上階へ

・消防法、建築基準法等、設備に応じた対策を講じる火災区画の感知器

①：煙感知器／②：熱感知器／③：感知器を設置しない。

：コンクリート壁

△：潤滑油を内包する機器を有する火災区画
■：格納容器(床下)に該当する火災区画(原子炉運転中において窒素雰囲気に維持)

原子炉建物及び原子炉附属建物地下1階

【RB-205】 ※/■

(系列②)：原子炉出入口冷却材
温度計(Bループ)

【AB-アニュラス】 ※
(系列①)：ケーブル
(系列②)：ケーブル

核物質防護情報（管理情報）が含まれているため公開できません。
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第 1図 原子炉建物並びに原子炉附属建物における火災区域及び火災区画（4/8） 

  

・火災区域及び火災区画の境界の凡例

：火災区域の境界
：火災区画の境界(一般火災に対して、火災防護基準の三方策をそれぞれ考慮する原子炉の安全停止に係る機器等を有する火災区画)
：火災区画の境界(一般火災に対して、火災防護基準の三方策の組合せを考慮する機器等を有する火災区画)
：火災区画の境界(一般火災に対して、消防法、建築基準法等、設備に応じた対策を講じる火災区画)
：ナトリウムを内包する機器を有するエリア(当該火災区画は、ナトリウム燃焼に対する三方策のそれぞれを講じる。)

火災区域番号： 原子炉建物(R-XXX) /原子炉附属建物（A-XXX）

火災区画番号： 原子炉建物(RB-XXX)/原子炉附属建物（AB-XXX） ※：上下階と繋がる火災区画

△：潤滑油を内包する機器を有する火災区画

■：格納容器(床下)に該当する火災区画(原子炉運転中において窒素雰囲気に維持)

：系列①の機器に関連するケーブル

：系列②の機器に関連するケーブル

ケーブルの凡例

下階へ 上階へ

・消防法、建築基準法等、設備に応じた対策を講じる火災区画の感知器

①：煙感知器／②：熱感知器／③：感知器を設置しない。

：コンクリート壁

PK：ケーブルペネトレーション

原子炉建物及び原子炉附属建物地下中1階

【RB-501】 ※/△
(系列①)：核計装等
(系列②)：核計装等

【RB-410】 ※/△

(系列②)：１次主循環ポンプ潤滑
油ポンプ(Bループ)等

【AB-アニュラス】 ※

(系列①)：ケーブル
(系列②)：ケーブル

【RB-407】
・１次主冷却系冷却材流量計装に
関連する機器等（ケーブル）

核物質防護情報（管理情報）が含まれているため公開できません。
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第 1図 原子炉建物並びに原子炉附属建物における火災区域及び火災区画（5/8） 

 

  

・火災区域及び火災区画の境界の凡例

：火災区域の境界
：火災区画の境界(一般火災に対して、火災防護基準の三方策をそれぞれ考慮する原子炉の安全停止に係る機器等を有する火災区画)
：火災区画の境界(一般火災に対して、火災防護基準の三方策の組合せを考慮する機器等を有する火災区画)
：火災区画の境界(一般火災に対して、消防法、建築基準法等、設備に応じた対策を講じる火災区画)
：ナトリウムを内包する機器を有するエリア(当該火災区画は、ナトリウム燃焼に対する三方策のそれぞれを講じる。)

火災区域番号： 原子炉建物(R-XXX) /原子炉附属建物（A-XXX）

火災区画番号： 原子炉建物(RB-XXX)/原子炉附属建物（AB-XXX） ※：上下階と繋がる火災区画

△：潤滑油を内包する機器を有する火災区画

：系列①の機器に関連するケーブル

：系列②の機器に関連するケーブル

ケーブルの凡例

下階へ 上階へ

・消防法、建築基準法等、設備に応じた対策を講じる火災区画の感知器

①：煙感知器／②：熱感知器／③：感知器を設置しない。

：コンクリート壁

PK：ケーブルペネトレーション

原子炉建物及び原子炉附属建物 1階

A-1

【AB-501】 ※
(系列①)：ケーブル

【AB-アニュラス】 ※
(系列①)：ケーブル
(系列②)：ケーブル

【AB-504】 ※
(系列①)：ケーブル

【AB-506】
(系列②)：ポニーモータB接触器盤等

【AB-508】 ※

【AB-507A】 ※
・１次主冷却系冷却材流量計装に
関連する機器等（ケーブル）

核物質防護情報（管理情報）が含まれているため公開できません。

[80]



8
条
-別

紙
3-別

添
1-7 

第 1図 原子炉建物並びに原子炉附属建物における火災区域及び火災区画（6/8） 

・火災区域及び火災区画の境界の凡例

：火災区域の境界
：火災区画の境界(一般火災に対して、火災防護基準の三方策をそれぞれ考慮する原子炉の安全停止に係る機器等を有する火災区画)
：火災区画の境界(一般火災に対して、火災防護基準の三方策の組合せを考慮する機器等を有する火災区画)
：火災区画の境界(一般火災に対して、消防法、建築基準法等、設備に応じた対策を講じる火災区画)
：ナトリウムを内包する機器を有するエリア(当該火災区画は、ナトリウム燃焼に対する三方策のそれぞれを講じる。)

火災区域番号： 原子炉建物(R-XXX) /原子炉附属建物（A-XXX）

火災区画番号： 原子炉建物(RB-XXX)/原子炉附属建物（AB-XXX） ※：上下階と繋がる火災区画

△：潤滑油を内包する機器を有する火災区画

☆：蓄電池を有する火災区画

：系列①の機器に関連するケーブル

：系列②の機器に関連するケーブル

ケーブルの凡例

下階へ 上階へ

・消防法、建築基準法等、設備に応じた対策を講じる火災区画の感知器

①：煙感知器／②：熱感知器／③：感知器を設置しない。

：コンクリート壁

原子炉建物及び原子炉附属建物中 2階

【AB-402】 ※
(系列①)：ケーブル

【AB-506】
(系列②)：ポニーモータB接触器盤等

【AB-508】 ※
A-1

【AB-アニュラス】 ※
(系列①)：ケーブル
(系列②)：ケーブル

核物質防護情報（管理情報）が含まれているため公開できません。
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第 1図 原子炉建物並びに原子炉附属建物における火災区域及び火災区画（7/8） 

 

  

・火災区域及び火災区画の境界の凡例

：火災区域の境界
：火災区画の境界(一般火災に対して、火災防護基準の三方策をそれぞれ考慮する原子炉の安全停止に係る機器等を有する火災区画)
：火災区画の境界(一般火災に対して、火災防護基準の三方策の組合せを考慮する機器等を有する火災区画)
：火災区画の境界(一般火災に対して、消防法、建築基準法等、設備に応じた対策を講じる火災区画)
：ナトリウムを内包する機器を有するエリア(当該火災区画は、ナトリウム燃焼に対する三方策のそれぞれを講じる。)

火災区域番号： 原子炉建物(R-XXX) /原子炉附属建物（A-XXX）

火災区画番号： 原子炉建物(RB-XXX)/原子炉附属建物（AB-XXX） ※：上下階と繋がる火災区画

△：潤滑油を内包する機器を有する火災区画

☆：蓄電池を有する火災区画

：系列①の機器に関連するケーブル

：系列②の機器に関連するケーブル

ケーブルの凡例

下階へ 上階へ

・消防法、建築基準法等、設備に応じた対策を講じる火災区画の感知器

①：煙感知器／②：熱感知器／③：感知器を設置しない。

：コンクリート壁

原子炉建物及び原子炉附属建物 2階

【AB-708】 ☆
(系列①)：ケーブル

(系列②)：蓄電池(7D・5D)等

【AB-402】 ※
(系列①)：ケーブル

【AB-アニュラス】 ※

(系列①)：ケーブル
(系列②)：ケーブル

【AB-507C】 ※

核物質防護情報（管理情報）が含まれているため公開できません。
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第 1図 原子炉建物並びに原子炉附属建物における火災区域及び火災区画（8/8） 

・火災区域及び火災区画の境界の凡例

：火災区域の境界
：火災区画の境界(一般火災に対して、火災防護基準の三方策をそれぞれ考慮する原子炉の安全停止に係る機器等を有する火災区画)
：火災区画の境界(一般火災に対して、火災防護基準の三方策の組合せを考慮する機器等を有する火災区画)
：火災区画の境界(一般火災に対して、消防法、建築基準法等、設備に応じた対策を講じる火災区画)
：ナトリウムを内包する機器を有するエリア(当該火災区画は、ナトリウム燃焼に対する三方策のそれぞれを講じる。)

火災区域番号： 原子炉建物(R-XXX) /原子炉附属建物（A-XXX）

火災区画番号： 原子炉建物(RB-XXX)/原子炉附属建物（AB-XXX） ※：上下階と繋がる火災区画

△：潤滑油を内包する機器を有する火災区画

・消防法、建築基準法等、設備に応じた対策を講じる火災区画の感知器

①：煙感知器／②：熱感知器／③：感知器を設置しない。

：コンクリート壁

原子炉建物及び原子炉附属建物屋上

核物質防護情報（管理情報）が含まれているため公開できません。
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8条-別紙 3-別添 2-1 

別添 2 

主冷却機建物における火災区域及び火災区画の設定 

主冷却機建物における火災区域及び火災区画を第 1図に示す。 
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第 1図 主冷却機建物における火災区域及び火災区画（1/7） 

・火災区域及び火災区画の境界の凡例

：火災区域の境界
：火災区画の境界(一般火災に対して、火災防護基準の三方策をそれぞれ考慮する原子炉の安全停止に係る機器等を有する火災区画)
：火災区画の境界(一般火災に対して、火災防護基準の三方策の組合せを考慮する機器等を有する火災区画)
：火災区画の境界(一般火災に対して、消防法、建築基準法等、設備に応じた対策を講じる火災区画)
：ナトリウムを内包する機器を有するエリア(当該火災区画は、ナトリウム燃焼に対する三方策のそれぞれを講じる。)

火災区域番号： S-XXX

火災区画番号： SB-XXX ※：上下階と繋がる火災区画

〇：燃料油を内包する機器を有する火災区画
△：潤滑油を内包する機器を有する火災区画

・消防法、建築基準法等、設備に応じた対策を講じる火災区画の感知器

①：煙感知器／②：熱感知器／③：感知器を設置しない。

：コンクリート壁

主冷却機建物地下2階

：系列①の機器に関連するケーブル

：系列②の機器に関連するケーブル

ケーブルの凡例

下階へ 上階へ

S-1

【SB-124】 △
(系列②)：ケーブル

【SB-112】
(系列①)：主冷却機

空調P-1盤等 【SB-121】
(系列②)：ケーブル

核物質防護情報（管理情報）が含まれているため公開できません。
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第 1図 主冷却機建物における火災区域及び火災区画（2/7） 

  

・火災区域及び火災区画の境界の凡例

：火災区域の境界
：火災区画の境界(一般火災に対して、火災防護基準の三方策をそれぞれ考慮する原子炉の安全停止に係る機器等を有する火災区画)
：火災区画の境界(一般火災に対して、火災防護基準の三方策の組合せを考慮する機器等を有する火災区画)
：火災区画の境界(一般火災に対して、消防法、建築基準法等、設備に応じた対策を講じる火災区画)
：ナトリウムを内包する機器を有するエリア(当該火災区画は、ナトリウム燃焼に対する三方策のそれぞれを講じる。)

火災区域番号： S-XXX

火災区画番号： SB-XXX ※：上下階と繋がる火災区画

〇：燃料油を内包する機器を有する火災区画
△：潤滑油を内包する機器を有する火災区画

：系列①の機器に関連するケーブル

：系列②の機器に関連するケーブル

ケーブルの凡例

下階へ 上階へ

・消防法、建築基準法等、設備に応じた対策を講じる火災区画の感知器

①：煙感知器／②：熱感知器／③：感知器を設置しない。

：コンクリート壁

主冷却機建物地下1階

S-1

核物質防護情報（管理情報）が含まれているため公開できません。
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第 1図 主冷却機建物における火災区域及び火災区画（3/7） 

・火災区域及び火災区画の境界の凡例

：火災区域の境界
：火災区画の境界(一般火災に対して、火災防護基準の三方策をそれぞれ考慮する原子炉の安全停止に係る機器等を有する火災区画)
：火災区画の境界(一般火災に対して、火災防護基準の三方策の組合せを考慮する機器等を有する火災区画)
：火災区画の境界(一般火災に対して、消防法、建築基準法等、設備に応じた対策を講じる火災区画)
：ナトリウムを内包する機器を有するエリア(当該火災区画は、ナトリウム燃焼に対する三方策のそれぞれを講じる。)

火災区域番号： S-XXX

火災区画番号：SB-XXX ※：上下階と繋がる火災区画

〇：燃料油を内包する機器を有する火災区画

△：潤滑油を内包する機器を有する火災区画

：系列①の機器に関連するケーブル

：系列②の機器に関連するケーブル

ケーブルの凡例

下階へ 上階へ

・消防法、建築基準法等、設備に応じた対策を講じる火災区画の感知器

①：煙感知器／②：熱感知器／③：感知器を設置しない。

：コンクリート壁

主冷却機建物地下中 1階

核物質防護情報（管理情報）が含まれているため公開できません。
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第 1図 主冷却機建物における火災区域及び火災区画（4/7） 

・火災区域及び火災区画の境界の凡例

：火災区域の境界
：火災区画の境界(一般火災に対して、火災防護基準の三方策をそれぞれ考慮する原子炉の安全停止に係る機器等を有する火災区画)
：火災区画の境界(一般火災に対して、火災防護基準の三方策の組合せを考慮する機器等を有する火災区画)
：火災区画の境界(一般火災に対して、消防法、建築基準法等、設備に応じた対策を講じる火災区画)
：ナトリウムを内包する機器を有するエリア(当該火災区画は、ナトリウム燃焼に対する三方策のそれぞれを講じる。)

火災区域番号： S-XXX

火災区画番号：SB-XXX ※：上下階と繋がる火災区画

△：潤滑油を内包する機器を有する火災区画

：系列①の機器に関連するケーブル

：系列②の機器に関連するケーブル

ケーブルの凡例

下階へ 上階へ

・消防法、建築基準法等、設備に応じた対策を講じる火災区画の感知器

①：煙感知器／②：熱感知器／③：感知器を設置しない。

：コンクリート壁

主冷却機建物 1階

核物質防護情報（管理情報）が含まれているため公開できません。

[88]



8
条
-別

紙
3-別

添
2
-6 

第 1図 主冷却機建物における火災区域及び火災区画（5/7） 

・火災区域及び火災区画の境界の凡例

：火災区域の境界
：火災区画の境界(一般火災に対して、火災防護基準の三方策をそれぞれ考慮する原子炉の安全停止に係る機器等を有する火災区画)
：火災区画の境界(一般火災に対して、火災防護基準の三方策の組合せを考慮する機器等を有する火災区画)
：火災区画の境界(一般火災に対して、消防法、建築基準法等、設備に応じた対策を講じる火災区画)
：ナトリウムを内包する機器を有するエリア(当該火災区画は、ナトリウム燃焼に対する三方策のそれぞれを講じる。)

火災区域番号： S-XXX

火災区画番号：SB-XXX ※：上下階と繋がる火災区画

△：潤滑油を内包する機器を有する火災区画

：系列①の機器に関連するケーブル

：系列②の機器に関連するケーブル

ケーブルの凡例

下階へ 上階へ

・消防法、建築基準法等、設備に応じた対策を講じる火災区画の感知器

①：煙感知器／②：熱感知器／③：感知器を設置しない。

：コンクリート壁

主冷却機建物 2階

核物質防護情報（管理情報）が含まれているため公開できません。
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第 1図 主冷却機建物における火災区域及び火災区画（6/7） 

・火災区域及び火災区画の境界の凡例

：火災区域の境界
：火災区画の境界(一般火災に対して、火災防護基準の三方策をそれぞれ考慮する原子炉の安全停止に係る機器等を有する火災区画)
：火災区画の境界(一般火災に対して、火災防護基準の三方策の組合せを考慮する機器等を有する火災区画)
：火災区画の境界(一般火災に対して、消防法、建築基準法等、設備に応じた対策を講じる火災区画)
：ナトリウムを内包する機器を有するエリア(当該火災区画は、ナトリウム燃焼に対する三方策のそれぞれを講じる。)

火災区域番号： S-XXX

火災区画番号：SB-XXX ※：上下階と繋がる火災区画

△：潤滑油を内包する機器を有する火災区画

：系列①の機器に関連するケーブル

：系列②の機器に関連するケーブル

ケーブルの凡例

下階へ 上階へ

・消防法、建築基準法等、設備に応じた対策を講じる火災区画の感知器

①：煙感知器／②：熱感知器／③：感知器を設置しない。

：コンクリート壁

主冷却機建物3階

核物質防護情報（管理情報）が含まれているため公開できません。
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第 1図 主冷却機建物における火災区域及び火災区画（7/7） 

 

・火災区域及び火災区画の境界の凡例

：火災区域の境界
：火災区画の境界(一般火災に対して、火災防護基準の三方策をそれぞれ考慮する原子炉の安全停止に係る機器等を有する火災区画)
：火災区画の境界(一般火災に対して、火災防護基準の三方策の組合せを考慮する機器等を有する火災区画)
：火災区画の境界(一般火災に対して、消防法、建築基準法等、設備に応じた対策を講じる火災区画)
：ナトリウムを内包する機器を有するエリア(当該火災区画は、ナトリウム燃焼に対する三方策のそれぞれを講じる。)

火災区域番号： S-XXX

火災区画番号：SB-XXX ※：上下階と繋がる火災区画

△：潤滑油を内包する機器を有する火災区画

：系列①の機器に関連するケーブル

：系列②の機器に関連するケーブル

ケーブルの凡例

下階へ 上階へ

・消防法、建築基準法等、設備に応じた対策を講じる火災区画の感知器

①：煙感知器／②：熱感知器／③：感知器を設置しない。

：コンクリート壁

主冷却機建物 4階及び屋上

【SB-103】 ※/△
(系列②)：ケーブル

【SB-208】 ※/△
(系列①)：ケーブル

核物質防護情報（管理情報）が含まれているため公開できません。
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一般火災に対する火災防護対策及び影響評価について 
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8条-別紙 5-1 

一般火災に対する火災防護対策及び影響評価について以下を示す。 

別添 1 ：発火性又は引火性物質への対策について 

別添 2 ：発火源への対策について 

別添 3 ：水素漏えいへの対策について 

別添 4 ：過電流による過熱防止対策について 

別添 5 ：不燃性材料又は難燃性材料の使用について 

別添 6 ：自然現象による火災の発生防止について 

別添 7 ：火災感知設備について【一部】 

別添 8 ：固定式消火設備（ハロン消火設備）について 

別添 9 ：可搬式消火器（ＡＢＣ消火器・二酸化炭素消火器）について 

別添 10 ：一般火災の影響軽減について 

別添 11 ：ケーブル室に対する火災の影響軽減について 

別添 12 ：一般火災の影響評価について 

本日ご提示 
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8条-別紙 5-別添 7-添付 1-1 

 

添付 1 

格納容器（床上）の高天井エリアにおける火災感知器の設置方法 

 

1. 概要 

格納容器（床上）に属する火災区画のうち、天井（格納容器頂部）までの高さが 20m以上であり、

消防法施行規則第 23 条第 4 項に定められる熱感知器及び煙感知器の取付面高さに係る適用範囲を

超えるエリア（高天井エリア）を含む火災区画における火災感知器の設置方法について示す。 

高天井エリアを含む火災区画には、RB-501（炉上部ピット（RPU）、操作床（R-501）及びコントロ

ールセンタエリア（R-601）を含む火災区画）が該当する。当該火災区画の概要を第 1.1 図に示す。 

なお、R-501 のうち、R-601 の下方は、天井までの高さが 8m未満となり、当該部については、消

防法施行第 23条第 4項に従いアナログ式の煙感知器とアナログ式の熱感知器を設置する。 

 

 

第 1.1図 格納容器（床上）の高天井エリアの概要 

 

2. 火災感知器の設置方法 

高天井エリアは、非アナログ式の炎感知器を消防法施行規則第 23 条第 4 項に従い設置するとと

もに、消防法施行規則第 23条第 4項の適用範囲を超えるものの、換気空調設備の運転状態に応じた

空気の流れ及び火災の規模に応じた煙の流動を踏まえ、煙を有効に感知可能であり、かつ、保守点

検に支障のない箇所にアナログ式の煙感知器を設置する。 

 

（1）換気空調設備の運転状態に応じた空気の流れを踏まえた設計 

① 格納容器床上雰囲気調整系運転時 

R-501

RPU

R-601

炉上部ピット（RPU）

R-501（操作床）

R-601
GL+6.5m

GL+0 2m

GL-4.4m

平面図（GL+0.2m）

平面図（GL+6.5m）

AA

A-A断面図

20m以上

8m未満

8mを超えない範囲
煙感知器及び熱感知器により監視

20mを超える範囲
煙感知器及び炎感知器により監視
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8条-別紙 5-別添 7-添付 1-2 

 

格納容器床上雰囲気調整系運転時は、格納容器の上部に空気が送気され、最終的に、「東側バル

ブ操作室（R-303）」に流入し排気される。格納容器床上雰囲気調整系運転時において、RB-501の

火災によって発生した煙を有効に感知するため、「東側バルブ操作室」にアナログ式の煙感知器を

設置する。格納容器床上雰囲気調整系運転時の煙の流動の概略図を第 2.1図に示す。 

 

 

 

第 2.1図 格納容器床上雰囲気調整系運転時の煙の流動の概略図 

 

② 格納容器床上雰囲気調整系停止時 

格納容器床上雰囲気調整系停止時は、「東側バルブ操作室」への煙の流入が見込めないため、火

災の熱によって生じる上昇気流等による煙の流動を踏まえた設置とする。 

 

（2）格納容器床上雰囲気調整系停止時における火災の規模に応じた煙の流動を踏まえた設計 

格納容器床上雰囲気調整系停止時のRB-501の火災について、火災の規模に応じて3つに分類し、

それぞれの煙の流動を踏まえ、火災によって生じた煙を有効に感知するため、以下のとおりアナロ

グ式の煙感知器（設置個数は、操作床（炉容器ピットを含む。）の床面積に対して、取付面高さ 4m

以上 20m未満における煙感知器 1個当たりの感知面積に応じて設定）を設置する。 

 

① 大規模な火災 

大規模な火災では、火災の熱によって発生する上昇気流により格納容器の頂部（格納容器の頂

部（円筒部）は、外気と直接接する。）まで煙が上昇し、その後、格納容器の内壁により冷却され、

周囲の空気との密度差による自然対流で格納容器の内壁に沿って煙が下降することを想定する。

大規模な火災時の煙の流動の概略図を第 2.2図に示す。 
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8条-別紙 5-別添 7-添付 1-3 

 

格納容器の頂部から格納容器の内壁に沿って煙が下降していくことから、火災を有効に感知す

るため、格納容器の胴部の高所のうち、火災感知器の取換えに支障のない最も高いところ（天井

旋回クレーンの架台からアクセス可能な場所（GL+約 12m））に格納容器の内壁に沿ってアナログ

式の煙感知器を設置する。 

 

 

 

第 2.2図 大規模な火災時の煙の流動の概略図 

 

② 中規模な火災 

中規模な火災では、火災の熱によって発生する上昇気流により格納容器の頂部まで煙が上昇し、

頂部において平衡状態となり、その後、頂部に留まる煙の層が時間経過とともに厚くなることを

想定する。中規模な火災時の煙の流動の概略図を第 2.3図に示す。 

格納容器の頂部から煙の層が厚くなっていくことから、火災を有効に感知するため、格納容器

の胴部の高所のうち、火災感知器の取換えに支障のない最も高いところ（天井旋回クレーンの架

台からアクセス可能な場所（GL+約 12m））に格納容器の内壁に沿ってアナログ式の煙感知器を設

置する。 
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第 2.3図 中規模な火災時の煙の流動の概略図 

③ 小規模な火災

小規模な火災では、火災の熱によって生じる上昇気流が周囲の空気に熱を奪われ、上昇力を失

い、煙が格納容器の頂部まで上昇する前に水平方向に拡散する流れが優位となることを想定する。

小規模な火災時の煙の流動の概略図を第 2.4図に示す。 

水平方向に拡散した煙は、格納容器の胴部で滞留することから、火災を有効に感知するため、

格納容器の胴部の格納容器の内壁（GL+約 5mの位置）に沿ってアナログ式の煙感知器を設置する。 

第 2.4図 小規模な火災時の煙の流動の概略図 
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添付 2 

「炉容器ピット」における火災感知器の取扱い 

1. 概要

原子炉建物の地下中 2階から地下 1階の「炉容器ピット」は、原子炉容器及び遮へいグラファイ

ト等を内包しており、壁部分は、生体遮へい体（コンクリート遮へい体）の一部を構成する。原子

炉容器及び遮へいグラファイトを設置する安全容器内は、常時、窒素雰囲気で維持し、炉容器ピッ

トの壁（生体遮へい体（コンクリート遮へい体））と安全容器のギャップは、通常、窒素ガスを通気

している。「炉容器ピット」の概要を第 1.1図に示す。 

「炉容器ピット」は、放射線量が高く、また、構造上、人が立ち入ることができない場所であり、

火災感知器を設置していない。 

ここでは、新規制基準適合を踏まえた、「炉容器ピット」における火災感知器の取扱いの考え方を

示す。 

第 1.1図 「炉容器ピット」の概要 

2. 火災感知器の取扱いの考え方

「炉容器ピット」は、以下のとおり火災の発生するおそれがないため、火災感知器を設置しない

ものとする。 

・ 安全容器内は、常時、窒素雰囲気で維持しており火災が発生するおそれはない。

・ 炉容器ピットの壁と安全容器のギャップは、ケーブル等の可燃性物質がないため、火災が発

生するおそれはない。

原子炉容器

冷却材入口配管

冷却材出口配管

安 全 容 器

原子炉建物断面図

炉容器ピット部拡大図

遮へいグラファイト

コンクリート遮へい体

R-601

R-501

R-405 炉上部ピット

R-203

R-104

R-105
R-106

R-305

炉容器ピット
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別添 11 

ケーブル室に対する火災の影響軽減について

1. 概要

中央制御室の下方に位置するケーブル室は、中央制御室の制御盤等に接続するケーブル及び当該

ケーブルを敷設するケーブルトレイを有する。第 1図にケーブル室の場所を示す。

ここでは、ケーブル室に対する火災の影響軽減の対策について示す。

2. ケーブル室に対する対策

ケーブル室においては、多くのケーブルを有すること、狭いこと、及びケーブル室に有する中央

制御室の制御盤等のケーブルについて、当該制御盤等は、運転員の操作性及び視認性を確保するこ

とを目的に近接して設置することから、中央制御室の制御盤等に接続する箇所でケーブルが近接す

ることを踏まえて、適切な対策を講じるものとする。第 2図にケーブル室における対策の概念図を

示す。 

① 新設のケーブルに対する火災の影響軽減

新規制基準適合に当たり、火災防護基準に基づく措置を講じるケーブルは、既設品を流用する

のではなく、新たに難燃ケーブルを敷設する。 

上記ケーブルは、系列の異なる機器が火災によって同時に機能を喪失することがないよう、そ

の施工に必要な隙間を確保できる範囲において、1 時間の耐火能力を有する耐火シートを電線管

に敷設する。第 3図に中央制御室の制御盤等への接続部の概念図を示す。第 3図に示すように、

中央制御室の制御盤等に接続する狭隘部には、1時間の耐火能力を有する耐火シートの仕様から、

当該耐火シートを敷設した電線管を敷設することができない。当該狭隘部については、1 時間の

耐火能力を確保することはできないものの、耐火能力を有する耐火テープを敷設し、火災の影響

を軽減する。当該耐火テープについては、30分の耐火能力を有するものを使用する（耐火シート

及び耐火テープのイメージを添付 2に示す。）。 

なお、既設の非難燃ケーブル（火災防護基準に基づく措置を講じる予定のないケーブル）は、

可燃性物質として取り扱う。火災防護基準に基づく措置を講じるケーブルには、上記の耐火シー

ト又は耐火テープを敷設するため、当該ケーブルは、既設の非難燃ケーブルの火災に対しても、

火災の影響が軽減される。 

後述するように、ケーブル室には、自動起動の固定式消火設備を設置するため、上記措置は、

火災防護基準における「互いに相違する系列の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルにつ

いて、互いの系列間が 1時間の耐火能力を有する隔壁等で分離されており、かつ、火災感知設備

及び自動消火設備が当該火災区画に設置されていること。」に相当する措置となる。 

② 火災の早期感知

ケーブル室には、固有の信号を発する異なる種類の感知器として、煙感知器と熱感知器を組み

合せて設置する。 
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また、ケーブルの火災は、何らかの理由によってケーブルが過熱され、蓄熱して発火に至るこ

とが主な要因であると考えられることから、ケーブルの火災を早期に検知し、火災の影響を軽減

できるよう、検知装置として光ファイバ温度センサを設置する（添付 1に光ファイバ温度センサ

の概要を示す。）。 

光ファイバ温度センサは、温度測定値が設定値を超えた場合に中央制御室に警報を発するもの

とする。光ファイバ温度センサの警報設定値は、ケーブル室の正常時の最高周囲温度＋20℃とす

る。また、光ファイバ温度センサの光ファイバが断線した場合に中央制御室に警報を発するもの

とする。 

なお、光ファイバ温度センサは、消火後の状況を確認することにも使用することができる。 

③ 火災の早期消火

ケーブル室には、火災の早期消火及びケーブル室内に消防隊員が入室しなくとも消火が可能と

なるよう、自動起動の固定式消火設備（ハロン消火設備：ケーブル室の上方の中央制御室には、

運転員が常駐しているため、消火剤にハロン 1301を使用）を設置する。 

光ファイバ温度センサが作動し、中央制御室に警報が発せられた場合、現場（火災範囲外）＊1

において、運転員が手動で起動するものとする。第 4図にケーブル室における光ファイバ温度セ

ンサ作動時の主な対応手順を示す。

また、当該消火設備は、複数の感知器が作動した場合に自動起動するものとする。具体的には、

煙感知器又は熱感知器のいずれか 2 つが作動した場合に自動起動するものとする。万一、自動起

動しなかった場合、現場（火災範囲外）において、運転員が手動で起動するものとする。 

＊1：手動起動は、ケーブル室の感知器が作動する前に行う操作であり、その際には、ケーブル

室内において、光ファイバ温度センサが誤作動したものではないことを確認するため、中央

制御室には、手動起動装置を設置しないものとする。 

 なお、ケーブル室は、中央制御室の直下に位置し、中央制御室から現場（火災範囲外）に

は 5分以内でアクセスすることができる。 

④ 火災防護基準に基づく措置を講じるケーブルを封入する電線管内での火災

火災防護基準に基づく措置を講じるケーブルを封入する電線管については、電線管内で窒息消

火されるよう当該電線管の開口部を熱膨張性及び耐火性を有したシール材で閉塞する。当該シー

ル材は、材質（耐久性）に応じて保守点検の手順を整備する。

また、上記電線管内で火災が発生した場合、当該電線管内のケーブルが断線、地絡又は短絡す

るため、警報や指示値の異常が発生する。当該警報や指示値の異常を確認し、原子炉の停止を行

い、その後、火災の発生場所を特定して復旧することとし、上記電線管内には光ファイバケーブ

ルを敷設しないものとする。

なお、万一、上記電線管内で窒息消火されず、電線管の外部に延焼した場合には、①～③の対

策により、火災の影響を軽減することができる。 
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第 1図 ケーブル室の場所 

第 2図 ケーブル室における対策の概念図 

既設ケーブル 既設ケーブル
新設ケーブル
（系列①）

新設ケーブル
（系列②）

ケーブル室

耐火シート＊1

中央制御室

制御盤等

消火用
ガスボンベ

（ハロン1301）

容器弁

OR条件

手動起動信号＊2

噴射ヘッド

熱感知器

：煙感知器

：熱感知器

：光ファイバ温度センサ用光ファイバケーブル＊2

AND条件 AND条件

OR条件

自動起動信号＊3

＊1：火災防護基準に基づく措置を講じる新設のケーブルは、系列の異なる機器が火災によって同時に機能を喪失することがないよう、施

工に必要な隙間を確保できる範囲において、1時間の耐火能力を有する耐火シートを敷設する。

＊2：ケーブルの火災を早期に検知できるよう、検知装置として光ファイバ温度センサを設置する。光ファイバ温度センサが作動し、中央

制御室に警報が発せられた場合、運転員は、現場（火災範囲外）において、固定式消火設備を手動で起動する。

＊3：固定式消火設備（ハロン消火設備）は、複数の感知器が作動した場合に自動起動するものとする。

核物質防護情報（管理情報）が含まれているため公開できません。 
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第 3図 中央制御室の制御盤等への接続部の概念図 

  

中央制御室

ケーブル室

電線管（口径：10cm以上）
＋耐火シート（1時間耐火）

ケーブル室天井

ケーブルスリーブ

難燃ケーブル
（新設/系列②） 難燃ケーブル

（新設/系列①）

非難燃ケーブル
（既設）

耐火シート（1時間耐火）の敷設ができない
箇所への対策

耐火テープを敷設

※

※：耐火シート（1時間耐火）の適用範囲（鋼管径）に対して、中央制御室に接続するケーブルスリーブの間隔は狭く、

耐火シートを敷設できない箇所がある。当該箇所については、1時間の耐火能力を確保できないが、耐火テープを

敷設することにより影響を軽減する。

接続部の写真（既設）

光ファイバケーブル
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第 4図 光ファイバ温度センサの作動時の主な対応手順 

光ファイバ温度センサ作動

中央制御室で警報発報

警報発報箇所を確認

ケーブル室に移動＊1

＊1：入室前に固定式消火設備の自動待機状態を解除

＊2：現場にて発煙、焦げ臭いにおい等の異常の有無、異常な発熱の有無を確認し、消火器の使用が必要な

場合には火災の発生に移行する（確認中に発報箇所近傍の光ファイバ温度センサの温度上昇、煙感知器が作動

又は熱感知器が作動した場合も同様）。異常がない場合には、監視を継続する。

＊3-1：火災の規模が小さい場合、可搬式消火器による初期消火活動を実施

＊3-2：初期消火できない場合には、直ちに確認者は現場から退避し、中央制御室に連絡すると共に中央制御室

からの指示により固定式消火設備の手動起動を行う。

ケーブル室で警報発報箇所の
状況を確認＊2

火災の発生を確認*3-1,2

固定式消火設備を
現場で手動起動

光ファイバ温度センサにより
固定式消火設備起動後の

状況を監視

所要時間10分

所要時間5分

中央制御室で光ファイバ温度センサの監視モニタを確認
所要時間10分

煙感知器又は熱感知器が作動し、
固定式消火設備が自動起動する場合もある。

原子炉を手動スクラム
により停止させる。
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添付 1 

光ファイバ温度センサ 

 

ケーブル室においてケーブルの火災を早期に検知すること、及び固定式消火設備（ハロン消火設備）

の起動後にその状況を確認するために設置する光ファイバ温度センサの動作原理及び敷設方法につ

いて示す。 

 

（1）動作原理 

発光器より入射された光は、光ファイバケーブル内の分子によって散乱され、一部の散乱光は波

長（周波数）がシフトする。このうち、ラマン散乱光と呼ばれる散乱光は温度依存特性を有してい

る。ラマン散乱光には、ストークス光とアンチストークス光があり、温度依存性の強いアンチスト

ークス光と温度依存性の弱いストークス光の後方散乱光強度の比から温度を測定することができ

る。 

また、光ファイバケーブル内に光を入射してから、ラマン散乱光が受光器に戻ってくるまでの往

復時間を測定することで、散乱光が発生した地点を特定することができる。第 1図に光ファイバ温

度センサの動作原理の概念図を、第 2図に位置特定の原理の概念図を示す。 

なお、光ファイバケーブルは、火災が発生し断線した場合にあっても、断線した箇所までの温度

の測定が可能である。第 3図に断線時の光ファイバケーブルの測定状態の概念図を示す。 

光ファイバ温度センサは、一定距離（1m～）の平均温度を測定することができ、その測定周期は、

距離等に依存するが 10秒から設定することができる。 

 

（2）敷設方法 

光ファイバ温度センサ用の光ファイバケーブルは、監視対象物（ケーブル）の近傍の上部等に敷

設する設計とする。第 4図に光ファイバケーブルの敷設の概念図を示す。 

  

[104]



8条-別紙 5-別添 11-添付 1-2 

 

 

 

第 1図 光ファイバ温度センサの動作原理の概念図 

 

 

 

第 2図 位置特定の原理の概念図 

 

  

光
強
度

後 方 散 乱 光

入射光と同周波数の光

ラマン散乱光
（ストークス光）

ラマン散乱光
（アンチストークス光）

周波数変化

※：強温度依存性
※：弱温度依存性

発信器

受信器

入射光

後方散乱光
光ファイバケーブル

【位置特定の原理】
入射光の後方散乱光が受信器に到達するまでの遅延時間を測定することに

りより位置を特定
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第 3図 光ファイバケーブルの断線時の測定状態の概念図 

 

 

 

 

第 4図 光ファイバケーブルの敷設の概念図 

 

発信器/
受信器

発信器/
受信器

光ファイバケーブル

入射光

後方散乱光

【断線時】

【正常時】

断線箇所

【断線時の測定】
断線箇所では光の異常反射が生じるおそれがあるため、断線箇所の温度測定はできないが、

それ以外の箇所では温度測定ができる。

ケーブルトレイ

ケーブル

光ファイバケーブル
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添付 2 

耐火シート及び耐火テープのイメージ 

※：1～2重貼りで 1時間の耐火能力を有する。 

https://fai.sk-kaken.co.jp/tighca_sheet 

第 1図 耐火シートのイメージ 

※：消防法で定める 30分耐火(840℃)適合品 

http://www.kawasebousai.com/sys/wp-content/uploads/2016/10/ 

4d772dd630049b4b6d80ad86d40ce8da.pdf 

第 2図 耐火テープのイメージ 
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